
東日本大震災

あなたの備えや行動は
　
3
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
は
、
東
北
地
方
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
千

代
田
区
で
も
震
度
5
強
の
揺
れ
が
あ
り
、
建
物
被
害
や
交
通
の
マ
ヒ
な
ど
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
、
鉄

道
の
運
転
再
開
に
時
間
が
か
か
り
、
多
く
の
帰
宅
困
難
者
が
各
駅
周
辺
や
公
共
施
設
な
ど
に
集
ま
り
混
乱

も
生
じ
ま
し
た
。

　
首
都
直
下
型
地
震
は
い
つ
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
震
災
を
振
り
返

り
、家
庭
や
職
場
で
の
備
え
や
地
震
後
の
行
動
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
（
関
連
記
事
２
・
９
面
）。

�

問
合
せ
　
防
災
課
防
災
計
画
係
　
1
５
２
１
１―

４
１
８
７

「安全・安心メール」に登録を

☆次号は5月5日（木）に発行します。☆

　
区
民
の
皆
さ
ん
は
、
家
が
安
全
で

あ
れ
ば
自
宅
で
過
ご
し
て
く
だ
さ

い
。
家
が
火
災
や
損
壊
、
家
財
の
散

乱
な
ど
に
よ
り
住
む
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
最
寄
り
の
小
学
校
な
ど
の

避
難
所
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

　
事
業
所
の
皆
さ
ん
は
、
建
物
が
安

全
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
会
社
に
留

ま
っ
て
く
だ
さ
い
。
公
園
や
避
難
所

に
避
難
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
電
車
な
ど
の
運
行
情
報
を

入
手
し
、
帰
宅
が
可
能
で
あ
れ
ば
公

共
交
通
機
関
や
徒
歩
に
よ
り
帰
宅
し

て
く
だ
さ
い
。

　
帰
宅
困
難
な
場
合
や
正
確
な
情
報

が
入
手
で
き
な
い
と
き
は
、
駅
や
公

共
施
設
な
ど
に
は
行
か
ず
、
会
社
に

留
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
飲
料
水
や
食
料
、
携
帯
ト
イ
レ
、

会
社
で
は
毛
布
な
ど
を
備
え
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
区
で
も
一
定
の
備
蓄
が

あ
り
ま
す
が
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
町
会
や
事
業
所
を
対
象
に

し
た
、
区
の
備
蓄
補
助
制
度
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　災害情報等を携帯
電話向けにＥメール
で配信しています。
登録方法など詳しく
は、2面を参照。
※�上の QR コードでメー
ルアドレスが読み取れ
ます。

　
千
代
田
区
内
の
建
物
は
、
不
燃
化

や
耐
震
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
地
震

の
際
は
、
火
災
や
倒
壊
の
危
険
が
な

け
れ
ば
建
物
内
に
留
ま
っ
て
く
だ
さ

い
。
外
に
出
る
と
、
ガ
ラ
ス
の
落
下

な
ど
に
よ
り
、
か
え
っ
て
危
険
で
す
。

　
平
成
23
年
３
月
11
日
に
東
北
・
関

東
地
方
を
襲
っ
た
地
震
災
害
に
対

し
、
皆
さ
ん
か
ら
の
義
援
金
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
振
込
口
座
な
ど
は
次
の
と

お
り
で
す
。

１�

　
義
援
金
名
　「
東
日
本
大
震
災

義
援
金
」

２�

　
受
付
期
間
　
9
月
30
日
㈮
ま
で

３�

　
義
援
金
受
付
　

①
郵
便
振
替
（
手
数
料
無
料
）

　
口
座
番
号
　「
０
０
１
４
０―

８

　
　―

５
０
７
」

　�

加
入
者
名
　
日
本
赤
十
字
社
　
東

日
本
大
震
災
義
援
金

※�

受
領
書
は
、
振
込
用
紙
の
半
券
に

よ
り
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※�

通
信
欄
に
「
東
日
本
大
震
災
義
援

金
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※

A
T
M
で
の
振
込
み
は
不
可

②
区
民
生
活
課
で
の
受
付

　�

区
民
生
活
課
の
窓
口
（
区
役
所
2

階
）
で
預
か
り
、
日
本
赤
十
字
社

へ
送
金
し
ま
す
。

③�

区
民
生
活
課
、
区
役
所
1
階
総
合

案
内
、
出
張
所
の
募
金
箱
（
4
月

30
日
㈯
ま
で
）

　
区
民
生
活
課
で
と
り
ま
と
め
て
日

本
赤
十
字
社
に
送
金
し
ま
す
。

※�

義
援
金
は
、
所
得
税
法
お
よ
び
法

人
税
法
の
「
寄
付
金
」
に
該
当
し

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問�

合
せ
　
日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部

　
赤
十
字
社
員
課

　
☎
５
２
７
３―

６
７
４
３

　
区
民
生
活
課
管
理
係

　
☎
５
２
１
１―

４
１
８
１

東
日
本
大
震
災
義
援
金
を
受
付
中

外
に
出
な
い
で

建
物
内
に
留
ま
る

家
に
居
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
は
避
難
所
に

事
業
所
の
方
は

あ
わ
て
て
帰
宅
し
な
い

家
庭
も
事
業
所
も
３
日

分
を
目
安
に
備
蓄
を

　
区
も
、
今
回
の
震
災

を
教
訓
と
し
て
、
今
後

の
対
策
に
活
か
し
て
い

き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
よ

り
一
層
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼期日前投票所（どの会場でも投票できます）

会　場 期日前投票のできる期間

千代田区役所 4 階
選挙管理委員会室

（九段南 1－2－1）
4 月 18 日（月）～ 23 日（土）
午前 8 時 30 分～午後 8 時麴町区民館 洋室Ｃ

（麴町 2－8）

和泉橋区民館  洋室Ａ
（神田佐久間町 1－11）

■
期
日
前
投
票

　
投
票
日
当
日
に
、
仕
事
や
旅
行
な

ど
で
投
票
所
へ
行
け
な
い
見
込
み
の

方
は
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。
入

場
整
理
券
中
面
の
投
票
用
紙
請
求
書

（
宣
誓
書
）
を
記
入
の
上
、
期
日
前

投
票
所
＝
下
図
表
＝
へ
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

■�

投
・
開
票
速
報
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表

　
投
票
日
当
日
の
投
・
開
票
状
況
は
、

区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
（http://

w
w
w
.city.chiyoda.lg.jp

）
で
公
表

し
ま
す
。（
投
票
時
間
＝
午
前
７
時

～
午
後
８
時
、
開
票
＝
午
後
８
時
50

分
か
ら
）

４
月
24
日
㈰ 

千
代
田
区
議
会
議
員
選
挙

 

投
票
日
に
投
票
所
へ
行
け
な
い
方
は
期
日
前
投
票
を

問
合
せ
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

�

☎
５
２
１
１―

４
２
６
８

東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
、
電
力
が
不
足
す
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
の
で
、
節
電
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▲震災当日に帰宅できなかった人たち（区民ホール）

東
日
本
大
震
災
で

被
災
さ
れ
た
皆
様
に

心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

�

被
災
地
の
一
日
も
早
い
復
旧
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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主催：東京医療懇話会

　
平
成
23
年
第
１
回
区
議
会
臨
時
会

を
3
月
31
日
に
開
き
ま
し
た
。
こ
の

臨
時
会
で
は
、区
長
提
出
議
案
の「
平

成
23
年
度
千
代
田
区
一
般
会
計
補
正

予
算
第
１
号
」
な
ど
２
件
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

問
合
せ
　
総
務
職
員
課

�

☎
５
２
１
１―

４
１
３
８

　
区
議
会
事
務
局

�

☎
５
２
１
１―

４
２
９
７

　
区
は
、
区
内
の
建
築
物
の
耐
震
診

断
や
耐
震
改
修
に
か
か
る
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
今
年
度

か
ら
耐
震
診
断
と
補
強
設
計
に
つ
い

て
、
自
己
負
担
を
大
幅
に
軽
減
す
る

よ
う
に
、
助
成
率
と
限
度
額
を
拡
充

し
ま
し
た
。

　
３
月
11
日
に
発
生
し
た
「
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
」
で
は
、
区
内
で

も
震
度
５
強
を
観
測
し
ま
し
た
。
３

月
12
日
～
13
日
に
職
員
が
目
視
に
よ

り
、
区
内
全
域
建
物
の
外
観
調
査
を

行
っ
た
結
果
、
倒
壊
・
半
壊
な
ど
の

直
ち
に
危
険
な
状
況
の
建
物
等
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
を
超
え

る
よ
う
な
大
き
な
地
震
は
い
つ
起
こ

る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
建
物
の
耐
震

化
に
向
け
て
、
制
度
活
用
の
検
討
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
マ
ン
シ
ョ
ン
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
耐
震
診
断
や
耐
震

改
修
工
事
の
実
施
に
つ
い
て
ア
ド
バ

イ
ス
が
必
要
な
と
き
、
無
料
で
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
を
派
遣
し
ま
す
。

内
容
・
回
数

・�

耐
震
診
断
の
必
要
性
の
ア
ド
バ
イ

ス
＝
原
則
１
回
派
遣

・�
耐
震
改
修
工
事
が
必
要
な
と
き
の

工
事
方
法
・
資
金
計
画
の
ア
ド
バ

イ
ス
＝
原
則
５
回
派
遣

■�

マ
ン
シ
ョ
ン
の
耐
震
診
断
・
耐
震

改
修
助
成

　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
耐
震
診
断
や
耐
震

第
１
回
区
議
会
臨
時
会

 
震
災
対
応
の
補
正
予
算
を
可
決

耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
等
の
費
用
を
助
成

▼図表 1　マンションの耐震診断助成�

建築物の種類 対象者 住民登録率

耐震診断の助成割合
（　）内は限度額

緊急輸送
道路沿道

一般道路
沿道

分譲マンション 分譲マンショ
ンの管理組合

70％以上 10/10
（500 万円）

10/10
（400 万円）

50％以上
70％未満

9/10
（450 万円）

8.5/10
（350 万円）

50％未満 8/10
（400 万円）

7.5/10
（300 万円）

賃貸マンション 賃貸マンショ
ンの所有者等

8/10
（400 万円）

7.5/10
（300 万円）

▼図表 2　マンションの耐震改修等助成� （限度額の単位：万円）

延べ床面積
緊急輸送道路沿道 一般道路沿道

助成率 限度額 助成率 限度額

補強設計 10,000m2 以下 10/10 750 2/3 500

耐震改修・
建替

5,000m2 以下 2/3 15,766 23% 5,439
5,000m2 超え
10,000m2 以下 （注） 23,650 23% 10,879

法の認定外
の耐震改修 10,000m2 以下 23% の 2/3 7,252 23% の 2/3 7,252

（注）5,000m2 までは 2/3、5,000m2 超え 10,000m2 以下は 1/3
※ 助成基準額　補強設計＝1,500 円 /m2、耐震改修＝ 47,300 円 /m2

※ 法＝「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

改
修
等
を
行
う
と
き
、
そ
の
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

耐
震
診
断
助
成
　
図
表
１
の
と
お
り

耐�

震
改
修
等
助
成
　
図
表
２
の
と
お

り
※�

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
管

理
組
合
の
総
会
で
、
耐
震
診
断
や

耐
震
改
修
工
事
の
実
施
に
つ
い
て

議
決
し
、
予
算
措
置
を
し
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

■
建
築
物
の
耐
震
診
断
助
成

　
木
造
以
外
の
事
務
所
・
店
舗
・
住

宅
な
ど
の
耐
震
診
断
を
行
う
と
き
、

そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対�

象
　
建
築
物
の
所
有
者
等
（
た
だ

し
、
事
務
所
お
よ
び
店
舗
の
場
合

は
所
有
者
が
中
小
企
業
で
あ
る
こ

と
）

助
成
率
・
限
度
額

・�

緊
急
輸
送
道
路
沿
道
建
築
物
＝
要

し
た
費
用
の
５
分
の
４
、
限
度
額

400
万
円

・�

一
般
道
路
沿
道
建
築
物
＝
要
し
た

費
用
の
２
分
の
１
、
限
度
額
200
万

円

■�

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改

修
助
成

　
高
齢
者
等
が
お
住
ま
い
の
木
造
住

宅
の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
を
行
う

と
き
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

対�

象
　
以
下
の
世
帯
が
居
住
す
る
木

造
住
宅

・�

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

（
た
だ
し
、
75
歳
以
上
の
高
齢
者

の
み
の
世
帯
を
除
き
、
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。）

・�

重
度
心
身
障
害
者
（
身
体
障
害
者

手
帳
１・
２
級
、
愛
の
手
帳
１・
２

度
）、
精
神
障
害
者
（
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１・
２
級
）、
要

介
護
３
以
上
の
方
が
い
る
世
帯

耐�

震
診
断
　
助
成
率
10
分
の
10
　
限

度
額
10
万
円

耐�

震
改
修
　
助
成
率
10
分
の
10
　
限

度
額
100
万
円

※�

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問�

合
せ
　
建
築
指
導
課
建
築
審
査
主

査
（
構
造
担
当
）

�

☎
５
２
１
１

－

４
３
１
０

　
区
長
提
出
議
案

▼�

平
成
23
年
度
千
代
田
区
一
般
会
計

補
正
予
算
第
１
号

※�

「
東
日
本
大
震
災
」
に
よ
る
被
災

者
支
援
な
ど
を
行
う
た
め
の
も
の

で
す
。

▼�

千
代
田
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
区
は
、携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
に
、

防
災
無
線
の
放
送
内
容
や
不
審
者
情

報
な
ど
を
電
子
メ
ー
ル
で
配
信
し
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

登�

録
方
法
　
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話

か
ら
次
の
ア
ド
レ
ス
に
空
メ
ー
ル

を
送
り
、
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

p-anzen@
bousai.city.

chiyoda.lg.jp

　
な
お
、
携
帯
電
話
の
場
合
は
、
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
（
１
面
右
上
）
を
利
用
す

る
と
簡
単
に
メ
ー
ル
を
送
付
で
き
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
防
災
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.bousai.

city.chiyoda.lg.jp/disaster

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
防
災
無
線
の
情
報
も
配
信

　
安
全
・
安
心
メ
ー
ル
で
は
防
災
無

線
で
お
伝
え
し
た
情
報
も
配
信
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
防
災
課

�

1
５
２
１
１―

４
１
８
７

【
配
信
例
】

防
災
情
報

・
大
雨
洪
水
警
報

・�

災
害
に
関
す
る
情
報（
地
震・

気
象
な
ど
）

・�

大
規
模
事
故
・
大
規
模
火
災

情
報

防
犯
情
報

・�

空
き
巣
・
強
盗
な
ど
の
事
件

情
報

・
事
件
情
報

・
不
審
者
等
の
情
報

災害や防災情報をお届け

「安全・安心メール」に
登録を

防衛省

　
一
人
ひ
と
り
が
、
交
通
安
全
に

関
心
を
持
ち
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵

守
と
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践

を
行
い
、
習
慣
づ
け
ま
し
ょ
う
。

■
運
動
の
基
本

　
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止

▼

自
転
車
安
全
利
用
五
則

正
し
い
ル
ー
ル
を
知
り
、
安
全
に
自
転
車
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
　
　
１�

　
自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、
歩
道
は
例
外

　
　
　
２�

　
車
道
は
左
側
を
通
行
（
右
側
通
行
は
禁
止
）

　
　
　
３�

　
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道
寄
り
を
徐
行

　
　
　
４�

　
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

　
　
　
　
　
　
・ 

飲
酒
運
転
・
二
人
乗
り
・
並
進
の
禁
止

　
　
　
　
　
　
・ 

夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

　
　
　
　
　
　
・ 

交
差
点
で
の
信
号
遵
守
と
一
時
停
止
・
安
全
確
認

　
　
　
５�

　
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

５月11日㈬～20日㈮

春の千代田区
交通安全運動

やさしさが走るこの街この道路

■
運
動
の
重
点

１�
　
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

　�（
特
に
、
自
転
車
安
全
利
用
五

則
＝
右
図
表
＝
の
周
知
徹
底
）

２�

　
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正

し
い
着
用
の
徹
底

３
　
飲
酒
運
転
の
根
絶

４
　
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

☆広報千代田では有料広告の掲載を募集しています。広告掲載希望は広報広聴課へ。☎5211−4174☆

問�

合
せ
　
道
路
公
園
課
事
業
調
整

�

主
査
☎
５
２
１
１―

４
２
３
９

　
麴
町
警
察
署

�

☎
３
２
３
４―

０
１
１
０

　
丸
の
内
警
察
署

�

☎
３
２
１
３―

０
１
１
０

　
神
田
警
察
署

�

☎
３
２
９
５―

０
１
１
０

　
万
世
橋
警
察
署�

�

☎
３
２
５
７―

０
１
１
０

1 面関連記事

千代田区コールセンター　3264ー3910
サンキューイーワ

No.�1302　23.4.20（2）



■�

国
民
健
康
保
険
料
の
計
算
方
式
が

変
わ
り
ま
し
た

　
国
民
健
康
保
険
料
の
計
算
は
、
所

得
に
応
じ
た
「
所
得
割
」
と
加
入
者

全
員
が
等
し
く
負
担
す
る「
均
等
割
」

で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
内
、
所
得
割
の
計
算
方
式
が

「
住
民
税
方
式
」
か
ら
「
所
得
比
例

方
式
」
に
変
わ
り
ま
し
た
＝
図
表
2

　
所
得
割
の
料
率
と
均
等
割
額
は
、

医
療
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
を

合
算
し
て
算
出
さ
れ
ま
す
。
40
歳
か

ら
65
歳
未
満
の
方
は
さ
ら
に
介
護
分

▼図表 1　平成 23 年度の国民健康保険料

医療分 後期高齢者
支援金分 計 介護分

所得割
（算定基礎額の） 6.13% 1.96% 8.09% 0.77%

均等割
（一人当たりの年額） 31,200 円 8,700 円 39,900 円 13,200 円

賦課限度額
（一世帯当たり年額） 51 万円 14 万円 65 万円 12 万円

平成23年度国民健康保険料

計算方式と 
料率などを変更

▼図表2　（国民健康保険料所得割の計算方式）

－ ≒ － ＝ × － ＝ × ＝

住宅ローン
控除等

基礎控除
配偶者控除
扶養控除等

給与・年金収入の
場合は計算式あり

いままでの計算方式（住民税方式）

（平成22年度）
基礎分：80%
支援金分：23%
介護分：8%

収
入

必
要
経
費

所
得
控
除

税
額
控
除

課
税
標
準
額

所
得

税
率

料
率

住
民
税
額

国
民
健
康
保
険

料
所
得
割
額

新しい計算方式（所得比例方式）

－ ≒ － ＝ × ＝

33万円

（平成23年度）
基礎分：6.13%
支援金分：1.96%
介護分：0.77%給予・年金收入の

場合は計算式あり

収
入

必
要
経
費

基
礎
控
除

所
得

料
率

算
定
基
礎
額

国
民
健
康
保
険

料
所
得
割
額

ゴールデンウィーク中の区施設の開館一覧　および　節電対応等に伴う変更点

と　き　　

　施設名

4月 5月

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

祝 土 日 月 祝 祝 祝 金 土 日 節電対応等に件う変更点・問合せ
区役所（総合窓口課を除く）・消費生活センター・出張所 13264－ 2111（代表）

区役所 2 階 総合窓口課 窓口開庁時間は 8時 30 分～ 17 時
15211－ 4197

区民（会）館・集会室 ※ 1 ※１　麴町区民館は休館日�4,5 月の夜間利用は中止、問合せは各出張所へ

ちよだプラットフォームスクウェア・会議室 15259－ 8400

男女共同参画センター（MIW） 開館時間は 9時～ 17 時（4/30、5/7 は�電話相談のみ実施）
15211－ 8845

千代田万世会館  15295－ 2831

九段生涯学習館      夜間利用中止13234－ 2841

スポーツセンター 4 月中は夜間利用中止・スポーツ施設のみ 5月から夜間
利用実施13256－ 8444

外濠公園総合グラウンド 夜間開放中止13341－ 1731

内幸町ホール 13500－ 5578

アーツ千代田 3331 16803－ 2441

富士見みらい館 夜間利用中止13263－ 1180

富士見わんぱくひろば（富士見みらい館内） ※ 2 ※ 2　5 月 5日は 9時～ 17 時�
13263－ 1185

昌平童夢館 夜間利用中止（プール開放中止）�
13251－ 5641

昌平まちかど図書館 開館時間は 9時～ 17 時13251－ 5641

神田さくら館 夜間利用中止（プール開放中止）
13256－ 6061

神田まちかど図書館 開館時間：9時～ 17 時�
13256－ 6061

麴町小学校（コミュニティスクール） 夜間利用中止（プール開放中止）
13263－ 3831（麴町出張所）

ちよだパークサイドプラザ 夜間利用中止（プール開放中止）�
13864－ 8931

いずみこどもプラザ（ちよだパークサイドプラザ内） ※ 2 ※ 2　5 月 5日は 9時～ 17 時�
13865－ 1461

西神田児童センター・児童館 ※ 2 ※ 2　5 月 5日は 9時～ 17 時�
問合せは各児童館へ

児童・家庭支援センター（神田さくら館内） 15298－ 2424

地域福祉タクシー「風ぐるま（乗合）」 15211－ 4209（平日）、13222－ 9977（土日祝）

障害者福祉センター　えみふる 13291－ 0600

ジョブ・サポート・プラザちよだ 13263－ 1841

高齢者センター   13265－ 3981

いきいきプラザ一番町   開館時間は 9時～ 18 時（プール開放中止）�
13265－ 6311

岩本町ほほえみプラザ 開館時間は 9時～ 18 時�
15825－ 3407

高齢者あんしんセンター麴町 13265－ 6141

高齢者あんしんセンター神田 15297－ 2255

千代田保健所 15211－ 8161

休日応急診療所（千代田保健所内） 15211－ 8161（平日）、15211－ 8202（休日）

リサイクルセンター鎌倉橋 開館時間は 10 時～ 16 時 30 分
13253－ 1970

千代田清掃事務所・飯田橋車庫 13251－ 0566

千代田図書館 開館時間は 10 時～ 17 時
15211－ 4289

四番町図書館 開館時間は 9時～ 17 時
13239－ 6357

四番町歴史民俗資料館 13238－ 1139

� 休館日＝■　　　　　　　　　　　　　　　
※一覧および節電対応等に件う変更点は、４月５日時点での予定であり、状況によっては今後も変更になる可能性があります。 
　ご利用の際は、事前に各施設へお問い合わせいただくか、ホームページ等で最新の情報をご確認ください。

☆4/29、5/3・4・5の祝日もごみ收集・資源回収を行います。当日の朝、8時までに出してください。　問合せ　千代田清掃事務所☎3251−0566☆

が
合
算
さ
れ
ま
す
。
平
成
23
年
度
の

国
民
健
康
保
険
料
は
図
表
1
の
と
お

り
で
す
。

■�

所
得
比
例
方
式
の
計
算
方
式
に
変

更
す
る
理
由

・�

所
得
に
応
じ
て
幅
広
い
世
帯
が
負

担
す
る
方
式
で
、
相
互
扶
助
の
理

念
に
か
な
う
。
　

・�

所
得
に
対
し
て
計
算
す
る
方
法
で

あ
る
た
め
税
制
改
正
の
影
響
を
受

け
に
く
い
。

・�
全
国
の
98
％
の
市
町
村
が
採
用
し

て
い
る
。

・�

国
は
、
平
成
25
年
度
か
ら
こ
の
方

式
で
一
本
化
す
る
予
定
で
あ
る
。

■
保
険
料
の
激
変
緩
和

　
計
算
方
式
の
変
更
に
伴
い
、
急
激

に
保
険
料
が
増
加
す
る
階
層
が
生
じ

る
た
め
経
過
措
置
と
し
て
、
３
段
階

の
区
分
で
減
額
措
置
を
平
成
23
～
24

年
度
の
２
年
間
行
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
図
表
３
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
の
軽
減
措
置

　
前
年
の
所
得
の
合
計
（
国
保
加
入

者
全
員
と
世
帯
主
の
合
計
）
が
一
定

基
準
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
均
等

割
額
を
７
割
、
５
割
、
２
割
減
額
し

ま
す
。

■�

今
年
度
の
保
険
料
は
６
月
に
お
知

ら
せ
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
料
は
、
６
月
に
１

年
間
の
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
１
年
間
の
保
険
料
は
６
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
の
10
期
（
回
）
に
分

け
て
の
納
付
と
な
り
ま
す
。
年
金
引

落
し
の
方
は
４
月
か
ら
あ
り
ま
す
。

問�

合
せ
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保

険
係�

1
５
２
１
１―

４
２
０
２

第一段階

（非課税）
住民税額

第二段階

課税標準額

100
万円
以下

第三段階

課税標準額

算定基礎額

75％を控除する

算定基礎額

1.5 倍を
超える部分

1.5 倍を
超える部分
の 50％を減額

課税
標準額
の 1.5 倍

算定基礎額

1.5 倍を
超える部分

1.5 倍を
超える部分
の 25％を減額

課税
標準額
の 1.5 倍

100
万円
超

＝ ＋ ＋国民健康
保険料

※「介護分」は40歳から64歳の方が対象となります。

国民健康保険料の構成について

医療分

所得割

均等割

後期高齢者支援金分

所得割

均等割

介護分※

所得割

均等割

※　今年のゴールデンウィークは、震災に伴う節
電対応等の影響により、各施設とも開館時間や取
扱い業務等に大幅な変更がでています。ご利用の
皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解いた
だきますようお願いします。

区役所の代表電話　3264ー2111（3）No.�1302　23.4.20

▼図表 3　
　国民健康保険料の激変緩和制度

第一段階 第二段階 第三段階

対
象

住
民
税
が
非
課
税
で
、
算
定

基
礎
額
が
1
円
以
上
の
方

︵
住
民
税
の
︶
課
税
標
準
額

が
100
万
円
以
下
で
、
算
定
基

礎
額
が
課
税
標
準
額
の
1.5
倍

を
超
え
る
方

課
税
標
準
額
が
100
万
円
超

で
、
算
定
基
礎
額
が
課
税
標

準
額
の
1.5
倍
を
超
え
る
方

減
額
の
内
容

算
定
基
礎
額
か
ら
75
％
を
減

額 算
定
基
礎
額
か
ら
課
税
標
準

額
の
1.5
倍
を
超
え
る
部
分
の

50
％
を
減
額

算
定
基
礎
額
か
ら
課
税
標
準

額
の
1.5
倍
を
超
え
る
部
分
の

25
％
を
減
額



高齢者センター　講習会

「センターの屋上菜園で、実践！
夏野菜作り講習会」
とき　4月 27 日、5 月 2 日･ 18 日、
6月 1日･ 15 日、7月 6日･ 20 日、
8 月 3 日のいずれも水曜 (5/2 は
月曜･全 8回 ) 午前 11 時～午後 0
時 30 分
会場　高齢者センター
対象　60 歳以上の区内在住者 15 名
（抽選）
内容　都会で野菜を効率よく栽培
する方法などの座学・実践

と　き 内　容 定員・参加費会場および集合場所

三崎町ふれあいサロン
（三崎町3－1－17）

10名
無料

5月30日（月）
午後1時30分～ 日本舞踊の会

※各サロンは週2日～5日開室。このほかにもいろいろなプログラムを用意しています。

はあとサロン
高齢者が気軽に立ち寄れる交流スペースです。

対　象　60歳以上の区内在住者（申込順）　
申込み　前日までに、各サロンへ直接申し込むか
　電話またはファクシミリ（8面参照）で社会福祉
　協議会（15282－371165282－3718）へ。

ジロールはあとサロン
（神田佐久間町3－16－6）

6名
150円

5月12日（木）
午後2時～ リボンレイ

かんだ連雀はあとサロン
（神田淡路町2－8－1）

30名
無料

5月28日（土）
午後2時～

一番町はあとサロン
（一番町12）

8名
無料

5月27日（金）
午前11時～ ボディケア

寄席落語会

会　　場 と　　　き毎週

いきいきプラザ一番町（一番町12）

岩本町ほほえみプラザ（岩本町2－15－3）

高齢者センター（神田神保町2－20）

神田公園区民館（神田司町2－2）

ちよだパークサイドプラザ（神田和泉町１）

富士見あんず館（富士見1－11－8）

神田児童館（外神田3－4－7昌平童夢館５階）

5/10・17・24・31 午前10時～正午

5/9・16・23・30 午前10時～正午

5/11・18・25 午前10時～正午

5/11・18・25 午後1時30分～3時30分

5/12・19・26 午前10時～正午

5/12・19・26 午後1時30分～3時30分

5/6・20 午後1時30分～3時30分

5/6・20 午前10時～正午

5/9・16・23・30 午後2時～4時

5/10・17・24・31 午後1時30分～3時30分

富士見区民館（富士見1－6－7）

かんだ連雀（神田淡路町2－8－1）

　町区民館（　町2－8） 火

火

水

水

木

木

第1・3
金
第1・3
金

月

月

高齢介護課介護予防係　15211－4222
※区内在住で65歳以上の方、当日直接会場へ。シルバートレーニングスタジオ

保健ガイド（予約制）
 と　　き 事 業 名・対 象 な ど

実施場所・問合せ　千代田保健所（九段北1－2－14）
15211－8161　65211－8192 

5/13（金）・20（金）・27（金）
午前9時30分～午後2時30分

一般精神デイケア 
　区内在住で心の病気のある方

難病リハビリ教室（相談・指導） 5/25（水）午後1時30分～3時

在宅療養者訪問指導（保健師・理学療法士） 随時実施

5/11（水）・18（水）・25（水）
午前9時30分～11時
午後1時30分～3時
※25日（水）は午前のみ

機能訓練 
　要介護認定を受けていない20歳以上の
　区内在住で身体の機能維持・回復を必
　要としている方

　これまで、障害厚生年金の受給
権が発生した後に婚姻した配偶者
については、加給年金額に加算を
されませんでしたが、今年の 4 月
から障害年金加算改善法が施行さ
れ、次の通り改善が行われました。
注�意点　加入加算額は、次に該当
する期間は支給停止になります。
①�障害厚生年金の障害等級が 3 級
以下に該当している期間
②�加算対象配偶者が自身の障害年

金を受給している期間
③�加算対象配偶者の厚生年金（共
済組合）の加入期間が 20 年以上
あり、その加算対象配偶者が老
齢厚生年金（退職共済年金）を
受給している期間

④�加算対象配偶者の年収が 850 万
円以上ある期間

問合せ　千代田年金事務所
� ☎ 3265 － 4381

4 月からの障害厚生年金
「配偶者の加給加算額」が改善

高齢者大学　年間受講生を募集
　高齢者大学は年間5つのテーマ
で15回の講演会を行います。また、
社会見学、ゼミナールなど1年間
を通して学ぶプログラムです｡
対�象　60 歳以上の区内在住者
コ�ース　Ａコース (5 ～ 7 月 ) ＝
午前 10 時 30 分～正午／Ｂコー
ス ( 同 ) ＝午後 1 時 30 分～ 3
時
※�ただし ､ Ａコースも 10 月以降
は午後になります。
定�員　各 70 名（抽選）
受�講料　500 円（年間）
申�込み　4 月 22 日㈮ ( 説明会終
了後 ) ～ 25 日㈪までに抽選
結果連絡用のハガキ ( 白紙 )
を持って ､ 直接高齢者セン
ター窓口 ( 神田神保町 2 － 20�

☎ 3265 － 3981 ／午前 9時～午
後 5時 ) へ。

※�高齢者センターの利用には、登
録が必要になります。
■説明会
　4月 22 日㈮午後 1時 30 分から
高齢者センターで、年間の予定や
申込み方法などの説明会を行いま
す。ぜひご参加ください。

介護者教室
歩行を助ける道具を選ぶには

　杖（つえ）や歩行器を使いたい方、
どんな視点で選んだらいいのかに
ついて学んでみませんか。福祉用
具を扱う事業所の方のお話がある
予定です。関心のある方は気軽に
ご参加ください。
とき　4 月 28 日㈭午後 2 時～ 3 時
15 分
会場　いきいきプラザ一番町 2 階
多目的室（一番町 12）
申込み　前日までに電話または
ファクシミリで高齢者あんしん
センター麴町（☎ 3265 － 6141
3265 － 6138）へ。

シニアが語る　自分を活かし
ボランティアを始める方法

　「ボランティア活動で人に喜ばれ
るのが生きがい」と語り、保育園
などで子どもたちに人気の、元貿
易会社経営・大村嘉吉さん（75 歳）
が、ボランティア活動を始めたきっ
かけや魅力、人気の秘訣（ひけつ）
をお話しします。
　また、いま大村さんが一番力を
注いでいる、都心に一番近い棚田
「鴨川大山千枚田」（千葉県鴨川市）

ご協力ください
「生活機能の確認」アンケート

　区は、65 歳以上で介護認定を受
けていない方に、生活機能の低下
を判定するための「生活機能の確
認」を、区民健診とあわせて実施
しています。介護予防の取組みを
早めに開始してもらうために、対
象の方へ「生活機能の確認」アン
ケートをお送りしますので、ご協
力をお願いします。
対�象　65 歳以上で 10 月～ 3月生ま
れの方
回�答受付　5月末までに返信してく
ださい。
問合せ　高齢介護課介護予防係
� ☎ 5211 － 4222

での環境保全活動の話もあります。
とき　6月 4日㈯午前 10 時 30 分～
正午
会場　社会福祉協議会ボランティ
アサロン（西神田 1 － 3 － 4 西
神田庁舎 3階）
定員　30 名（申込順）
講師　大村嘉吉さん、浅田大輔さ
ん（NPO法人大山千枚田保存会
事務局長）
申込み　6 月 3 日㈮までに電話・
ファクシミリまたはＥメール（8
面参照）でちよだボランティア
センター（☎ 5282 － 3716
5282 － 3718 volunteer@
chiyoda-cosw.or.jp）へ。

参加費　500 円
講師　NPO法人 大江戸野菜研究会
申込み　4月 25 日㈪までに、電話
または直接高齢者センター窓口
（神田神保町 2 － 20 ☎ 3265 －
3981 ／午前 9時～午後 5時）へ。
※�参加するには、高齢者センター
の利用登録が必要です。

▲被災地への物資積込み（区役所旧庁舍）

▲高齢者センターの屋上

千代田区コールセンター　3264ー3910
サンキューイーワ
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平成 23年 3月
まで

　障害厚生年金の受給権が発生した時点で、受給権者に
よって生計が維持されている 65 歳未満の配偶者がいる場
合は、年金額に「加給加算額」が加算されますが、受給
権が発生した後に婚姻しても「加給年金額」が加算され
ませんでした。

平成 23年 4月
以降

　障害年金加算改善法が施行され、受給権が発生した後
に婚姻した、受給権者によって生計が維持されている 65
歳未満の配偶者についても、法律の施行時から加算の対
象となります（ただし、適用を受けるためには、届出が
必要です）。



▲卓球クラブ（西神田児童センター）

区役所の代表電話　3264ー2111（�）No.�1302　23.4.20

　全国消費者物価指数の公表により、
平成 23 年度の児童扶養手当および特
別児童扶養手当の支給額は、4月分か
ら次のとおりに変更となります。

「マザーズドリーム」
　保育園体験を行います。給食の試食�
もあります｡5月24日㈫10時～11時45
分、区内在住の妊婦 5 名（申込順）、
電話で麴町保育園（三番町 7 ☎ 3261
－ 7960�）へ。

■�四番町児童館「おたのしみドラドラ
デー」
　どらやきを作ってみんなで食べよ
う。ミニシアターもあるよ。
　5 月 5 日㈷ 10 時～＝ミニシアター
／ 14 時～ 16 時＝どらやき作り、四番
町 11 ☎ 3234 － 3084
■�一番町児童館 ｢げんきにあそぼうこ
どもの日｣
　5 月 5 日㈷ 10 時～ 11 時 30 分＝ビ
デオ上映／ 13 時 30 分～ 15 時＝べっ
こうあめ作り／ 14 時～ 16 時＝トラン
ポリン、一番町 10 ☎ 3230 － 0866
■�西神田児童センター「みんなあつま
れこどもの日」
　ボールプールやたのしい工作、ミニ
シアターなどをやるよ。

　4月 23 日～ 5 月 12 日の「こどもの
読書週間」に合わせて、千代田区読書
振興センターでは記念イベントと展示
を行います。
■�第 3 回ことばと音のフェスティバル
～ちよだ音楽おはなし隊～
　昔話の語りに合わせて、九段小学校
の「九段囃子の会」＝写真＝がお囃子
の演奏を行います。古くから伝わる日
本の昔話と、山王祭やみたま祭り等で
も活躍している児童が奏でる笛や小鼓
･太鼓との掛け合いをお楽しみくださ
い。当日直接会場へ。
　5月7日㈯11時～12時30分（開場10
時 30 分）、区民ホール（区役所 1階）、
演奏＝九段小学校「九段囃子の会」、
語り＝宮崎亜古（千代田図書館司書）
■�本の展示「おはなしに出会えるパン
屋さん」
　おいしい「パン」と一緒に、おはな
しの世界を味わってみませんか。区
役所 1 階のさくらベーカリーとの連

携で、ベーカリーでは物語や絵本に発
想を得て創作されたパンが販売されま
す。千代田図書館は、創作パンに合わ
せて、その発想元になった物語やパン
が登場する絵本など、本の世界がもっ
と身近になるような本を紹介します。
　4 月 25 日㈪～ 5 月 13 日㈮ (4 月 29
日㈷～ 5 月 1 日㈰・8 日㈰は休館 )、
千代田図書館第 2展示ウォール（区役
所 9階）

―いずれも―
　千代田区読書振興センター（千代田
図書館内）� ☎ 5211 － 4289

　5月 28日～ 6月 25日の毎週土曜（全
5回）10 時～ 11 時 30 分、スポーツセ
ンター柔道場 ､区内在住･在学の小･中
学生 40 名 ､5 月 21 日㈯（必着）まで
に往復ハガキ（8 面参照）に性別･学
校名･学年･「ジュニア育成空手道教室」
を記入し千代田区空手道連盟（〒 101

　平成 22 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日生
まれのお子さんへ接種記録票を 4月中
旬に郵送しました ｡生後 90 か月まで
の方で 2回接種していない場合や転入
等で千代田区の接種記録票をお持ちで
ない場合は、お問い合わせください。
なお、接種費用は無料です

とき・会場・対象　下図表のとおり
※�駿河台日本大学病院、東京逓信病院、
三井記念病院の予防接種は、直接電
話予約をする必要があります（保健
所で接種の場合は不要）。
問合せ　健康推進課保健予防係
� ☎ 5211 － 8172

わんぱく相撲千代田場所（都大会予選）
　学年別・男女別の個人相撲大会です。
　5 月 22 日㈰ 9 時～ 17 時、スポーツ
センター（内神田 2 － 1 － 8）、区内
在住･在学の小学生 ､5 月 13 日㈮まで
に各区立小学校へ。
　千代田区相撲連盟・荒木
� ☎ 080 － 1084 － 0012

会　場 と　き 対　象

東京逓信病院（予約制、9時～17時）
☎5214 － 7381 5月9日㈪･16日㈪ （1�回目）

　�平成22年7月1日～
12月31日までの出
生児

（2�回目）
　�平成22年1月1日～
6月30日までの出
生児

駿河台日大病院（予約制、9時～16時）
☎3293－ 1938（注）

5月10日㈫･17日㈫･
24日㈫

三井記念病院（予約制、12時～16時）
0120－ 863－ 212（注） 5月12日㈭

千代田保健所 5月11日㈬･17日㈫･
31日㈫

受付は、いずれも 13 時 30 分～ 14 時 30 分です。
※予防接種記録票と母子手帳をお持ちください。
（注）�駿河台日大病院は 5月 24 日㈫まで、三井記念病院は 4月 25 日㈪～ 5月 12 日㈭ま

での期間限定回線です。

児童扶養手当（月額）
平成 22年度 平成 23 年度

全部支給 41,720円 41,550円

一部支給 9,850円～
41,710円

9,810円～
41,540円

特別児童扶養手当（月額）
平成 22年度 平成 23 年度

1級 50,750円 50,550円
2級 33,800円 33,670円

麴町保育園

児童館・児童センター
こどもの日イベント

平成 23 年度　春期ポリオ予防接種
「こどもの読書週間」記念イベント＆展示

千代田区少年・少女相撲大会

完璧な親なんていない
ノーバディーズ・パーフェクト

ジュニア育成地域推進事業
少年・少女空手道教室

健康ちぇっく（予約制）
 と　　き 事 業 名・対 象 な ど

　

食べ方相談室
　区内在住の乳幼児の保護者
・食事に時間がかかる、丸飲みする、好き嫌いが多い、口にた
　めて飲み込まないなど、子どもの食べ方に関する相談

栄養相談
　生活習慣病の予防と改善、離乳食など食事に関する相談

実施場所・問合せ　千代田保健所（九段北1－2－14）
15211－8161　65211－8192 

歯科保健相談（歯科健診）
　区内在住の乳幼児・学童・妊産婦の方
※歯科健診やむし歯予防のためのフッ化物塗布など

もぐもぐ教室
　区内在住の6か月児と保護者
・食べ方の発達や離乳食に関する講習会、予約不要（対象
　者には通知します）

随時受付9時～17時

アレルギー相談
　0歳～15歳のアレルギー相談 5／10（火）14時30分～15時

5／17（火）13時30分～15時

5／17（火）15時30分～16時30分

5／23（月）13時30分～15時

5／14（土）・18（水）9時～11時
5／12（木）・25（水）13時～16時

ビーバー教室
　区内在住の11か月～1歳6か月児とその保護者（対象者に
　は生後11か月に通知します）
・離乳完了期のお口の機能に合わせた食べ方やむし歯予防
　のポイント、離乳の完了と間食のとり方について

●消防署病院案内（24時間）
　丸の内　3215－0119　　　町　3264－0119　　神田　3257－0119

●医療機関案内サービス「ひまわり」（24時間） 5272－0303
 http://www.himawari.metro.tokyo.jp

●消防庁救急・相談センター（24時間）1♯7119（ダイヤル回線からは13212－2323）

休
日
診
療
案
内
等

■平日準夜間の小児科診療（月～金曜19時～22時、 中学生以下）
　ちよだこども救急室・駿河台日本大学病院（13293－1711神田駿河台1－8－13）

開設日 診療科目 診療時間 実施場所電話番号（開設日のみ）

5月の休日応急診療

15211－8202

15211－8203

15211－8197
※受診するときは、事前に電話でお問い合わせください。※健康保険証が必要です。
※受付は診療時間終了の30分前までです。

千代田保健所15211－8161　65211－8192
※千代田保健所は昨年9月21日に移転しました。

千代田保健所
（九段北1－2－14）

  1日・  3日
  4日・  5日
  8日・15日
 22日・29日

内科・小児科
歯 科
調 剤 薬 局

9時～22時

9時～17時

9時～22時
最寄り駅＝九段下駅
　　　　　 5 番出口

育て中の保護者の支えになる講座とし
て、多くの方の参加があります。
　6月 15日～ 7月 20日の毎週水曜（全
6回）10 時～ 12 時、一番町児童館（一
番町 10）、区内在住の 3 か月～ 2 歳未
満の子どもがいる保護者 16 名（申込
順〈初めて参加する方優先〉･全回参加
できる方）、講師＝古賀美由紀さん（臨
床心理士）、参加費＝ 300 円（お茶代）、
4 月 21 日㈭ 9 時から電話で児童・家
庭支援センター☎ 5298 － 2424）へ。
※託児サービス（要予約）あり。

　5 月 5 日㈷ 10 時～ 16 時、西神田 2
－ 6－ 2☎ 5215 － 9062
■�神田児童館「親子であそぼう　こど
もの日」
　こいのぼり製作＆部屋一杯プラレー
ルで遊ぼう。
　5 月 5 日㈷ 9 時～ 16 時 ､ 外神田 3
－ 4－ 7☎ 3253 － 6021

児童扶養手当、特別児童扶養手当
支給額が変更になります

問合せ　子ども支援課手当・医療係
� ☎ 5211 － 4230

－ 0047�内神田 2 － 1 － 8 スポーツセ
ンター内千代田区体育協会気付）へ。
　千代田区空手道連盟・柴田
� ☎ 3613 － 2338
� （平日 10 時～ 11 時 30 分）�

　子育ての悩みや困ったことなど｢私 ｣
にあった対処法を見つけませんか。子



☆地デジに関する詐欺にご注意ください　問合せ　消費生活センター☎5211−4314☆

千代田区コールセンター　3264ー3910
サンキューイーワ

No.�1302　23.4.20（6）

　テレビの放送方式がアナログ放送から地上デジタル放送（地デジ）に移行しており、７月24日に完全移行さ
れます。区は、高齢者や障害のある方が円滑に地上デジタル放送に移行できるように、アンテナ設置等の費用の
一部を助成しています。また、国（総務省）も、地上デジタル放送への移行を支援しています。
　完全移行まで100日を切りましたので、早めの準備をお願いします。

■地上デジタル放送とは
　地上デジタル放送は、従来のアナログ方式よりも、高品質な（ゴーストや雑音
のない）映像や音声が受信できます。また、双方向サービスなどの多様なサービ
スが受けられます。
■地デジへ早期に対応を
　アナログ放送は、7月 24 日正午から、ブルーバックの「お知らせ画面」に移行
し、24 時までにはすべての放送が終了（完全停波）します＝図表１。それまでに、
地上デジタル放送を視聴するための準備をしないと、テレビを見ることができな
くなります。

　地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送対応の受信機とＵＨＦア
ンテナが必要です＝図表２。受信機は、新たにデジタルチューナー内蔵テレビを
購入するほか、アナログテレビに地上デジタルテレビ用チューナー等を取り付け
る方法もあります。ＵＨＦアンテナは、地域によって新たに設置・調整等が必要
な場合もあります。その他、ケーブルテレビに加入し、視聴する方法もあります。

　共同アンテナ施設でテレビをご覧の方は、デジタル化のための施設改修が必要
です。ただし、ビル陰等を原因とする受信障害対策共聴施設で、受信障害が解消
される場合は、自宅にUHFアンテナを設置することも可能です。
　７月 24 日のアナログ放送終了時期が近づくと、アンテナの設置・調整等の工事
が集中しますので、早めの対応をお願いします。
　地デジの準備にあたり、不明な点がある方は、デジサポ（総務省テレビ受信者
支援センター）にお問い合わせください。
問合せ　デジサポ東京中央　　☎ 6743 － 0500
　�受付時間＝平日９時～ 21 時、土・日・祝日９時～ 18 時
　デジサポ（総務省�テレビ受信者支援センター）　 http://digisuppo.jp

　区は、高齢者世帯や障害をお持ちの方がいる世帯が地デジ移行に円滑に対応で
きるように、デジタル改修工事等にかかった費用の一部を助成しています。
対象・助成対象の工事内容　下図表のとおり

対　象 助成対象の工事内容

次のいずれかに当てはまる
世帯　
① 高齢者（65 歳以上）のみ

の世帯
② 要介護 3 以上の高齢者（65

歳以上）がいる世帯
③ 身体障害者手帳・愛の手

帳または精神障害者保健
福祉手帳（1・2 級、1・2 度）
をお持ちの方がいる世帯

・ 既存の VHF アンテナを UHF アンテナに変更し
た場合

・ 新たに UHF アンテナを設置した場合
・ 加入済みのケーブルテレビのアナログ放送をデ

ジタル放送に変更した場合＊
・ 新たにケーブルテレビに加入した場合＊
・ 光通信事業者の回線を使用し、デジタル放送（ア

ナログ放送の 1 ～ 12 チャンネルに対応）の視
聴を可能にした場合＊

・ 簡易 UHF アンテナを購入した場合

＊ケーブルテレビの視聴料や光通信の使用料は自己負担になります。
助成額の上限　�10,500 円（助成は 1世帯 1回限り）
問合せ　建築指導課建築事務主査　　☎ 5211 － 4309

①総務省地デジチューナ―支援実施センターによる支援
■簡易チューナーの無償支援等

低所得者世帯への支援 生活保護世帯・障害者世帯への支援

対　象 次の 3 点のすべてに当てはまる
世帯
・ 世帯全員が特別区民税・都民税

非課税の世帯
・ まだデジタル放送が視聴できな

い世帯
・ NHK と放送受信契約を結んで

いる世帯（まだ契約していない
世帯は、支援の申込み後に、速
やかに契約を結んでください）

次のいずれかに当てはまる世帯
で NHK 放送受信料が全額免除の
世帯
・ 生活保護世帯
・ 障害者がいる世帯で、かつ世帯

全員が特別区民税・都民税が非
課税の世帯

支援内容 ・ 簡易なチューナー（1 台）の無
償給付（現物を住民票の住所に
配送）

・ チューナーの設置方法と操作方
法を電話でサポート

・ 簡易なチューナー（1 台）の無
償給付（設置を含む）

・ アンテナ、ケーブルテレビ、共
同施設の改修支援（必要な場 
合）＊

申込期限 7 月 24 日㈰ 7 月 24 日㈰
問合せ 総務省　地デジチューナー支援

実施センター
10570 － 023724

（ PHS・IP 電 話 か ら は 1043 －
332 － 2525 へ）

（区）福祉総務課　
　　15211 － 4210

総務省　地デジチューナー支援
実施センター
10570 － 033840

（ PHS・IP 電 話 か ら は 1044 －
969 － 5425 へ）

044 － 966 － 8719
（区）生活福祉課　
・ 生活保護世帯　15211 － 4216
・ 障害者世帯　15211 － 4214

※申込み方法等は制度によって異なります。詳しくは、お問い合わせください。
※�申込みに必要な住民票・外国人登録原票記載事項証明書・非課税証明書を、千
代田区で、申込期限までに発行した場合の発行手数料は無料です。
＊�支援の申込書で「訪問を希望しない」としてチェック欄に記入した場合は、ア
ンテナ改修工事などのための訪問が行えません。
②デジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）による支援
■助成金・法律家相談
　受信障害対策や、共同住宅の共同受信施設のデジタル化に関する助成制度の相
談や、ビル陰などの受信障害対策共聴施設のデジタル化に関するトラブルの相談
を受け付けています。詳しくは、お問い合わせください。
☎ 3407 － 5360（受付時間＝平日９時～ 18 時）
■戸別訪問
　地デジ未対応の高齢者世帯に、戸別訪問による説明、アドバイスを行っていま
す。ご希望の方は、お気軽にお電話ください。
☎ 3407 － 4340（受付時間＝平日９時 30 分～ 17 時 30 分）
■アンテナキット貸出
　地デジの受信可否を判断する「地デジ専用アンテナキット」の無償貸出しを行っ
ています。ご希望の方は、お気軽にお電話ください。
☎ 5772 － 6125（受付時間＝平日９時～ 18 時）

7月24日正午～
ブルーバックの「お知らせ画面」

7月25日～

図表1　アナログテレビ放送終了までの画像イメージ

　７月24日テレビのアナログ放送終了

　地デジへ早期に対応を

アナログ放送終了まであと 100 日を切りました

地上デジタル放送

VHFアンテナ
従来のテレビ放送（アナログ）用

BSデジタル放送
110度CSデジタル放送

デジタルチューナー

または

デジタルチューナー内蔵テレビ
（液晶テレビ・プラズマテレビ　など）

アナログテレビ

デジタルチューナー
内蔵録画機

①デジタル受信機器を用意しましょう

②アンテナを確認しましょう

図表2　地上デジタル放送を視聴するには

区による地デジ移行支援

総務省による地デジ移行支援



■MXTV
　MXテレビ（東京メトロポリタン
テレビ、地デジ 9チャンネル）で 4月
24 日㈰ 12 時 15 分から放送します。
■ケーブルテレビ
　東京ケーブルネットワーク
（TCN・ 地 デ ジ 11 チ ャ ン ネ ン
ル / アナログ 5 チャンネル）で毎
日 6 回（＊）15 分間放映していま
す。週替わりでビデオ広報の最新
作と過去に制作した作品をお送り
しています。「ようこそ千代田区
へ」は 4 月 25 日㈪～ 5 月 1 日㈰に�
放映します。
＊ �6時、9時、12時 30分、16時 30分、
18 時、21 時 30 分

※�開局地域で、ケーブルテレビに加

入している方がご覧になれます。
※�「ようこそ千代田区へ」は、今回
の放送のほか、毎月 5日の 6時と
16 時 30 分にも放映しています。
また区のホームページでもご覧い
ただけます。
問合せ　広報広聴課�☎ 5211 － 4174

�http://www.city.chiyoda.lg.jp

国民年金　20 代の方は若年者納付猶予制度のご利用を

　会社を退職（失業）したことにより国
民年金に加入した方で、保険料の納付
が困難な場合は「保険料の特例免除制
度」を利用できます。
対�象　申請をする年度または前年度に
退職（失業）した方
所�得制限　本人の所得は審査の対象に
なりませんが、配偶者や世帯主に一
定以上の所得がある場合、免除を受
けられないこともあります。
免�除を受けた期間は　免除を受けた期
間は受給資格期間として算定され、
老齢基礎年金の年金額には免除を受
けた月の2分の1が反映されます（全
額免除の場合）。ケガや病気で障害
を負った場合や死亡した場合、障害
基礎年金や遺族基礎年金の保障があ
りますので、万一のときも安心です。
※�すでに保険料が納付されている月

は、免除を受けられません。
保�険料の追納　免除を受けた期間の保
険料は、10 年以内であれば古い順
に後から納付（追納）ができます（承
認を受けた年度の翌年度から起算し
て 3年度目以降は、当時の保険料に
一定の金額が加算されます）。
手�続き　年金手帳・ハンコ・退職の事
実が確認できる公的機関の証明の写
し（雇用保険被保険者離職票や雇用
保険受給資格者証など）をお持ちの
上、住民票のある区市町村の国民年
金担当窓口で申請してください。
※�郵送での申請も可能です。申請書�
は、日本年金機構のホームページ
（http://www.nenkin.go.jp）からダ
ウンロードできます。
問合せ　保険年金課国民年金係
� ☎ 5211 － 4202

8月の保養施設の利用申込み 区民生活課管理係1５２１１－４１８１

○保養施設の予約は現地のみで受け付けます。インターネットで空室状況の確認や予約をする場合は〔千
　代田区のホームページ→施設案内→家族やグループ旅行に→各施設のホームページ〕をご覧ください。
○箱根千代田荘・湯河原千代田荘・嬬恋自然休養村は、どなたでも利用できます。
○受付開始日が休館にあたる場合は、休館日の前日から受け付けます。また、2泊以上を希望する場合は、
　宿泊の初日が受付の基準日です。
○メレーズ軽井沢の土曜・休前日利用の当初申込み数を繁忙期（年末年始など）と同様に1グループあたり
　計2室（棟）までに制限します。
○箱根千代田荘・湯河原千代田荘を利用する区内在住者で、行き帰りに小田急線に乗車する場合は、区役
　所・出張所で運賃が割引になる割引証を発行します。
○電話での申込みは10時30分～18時。フリーダイヤルは区内の固定電話からのみ通話可能です。

利用したい施設へ電話で申し込んで
ください。
ファクシミリやインターネットでも　
申し込めますが、電話が優先です。　
確実に予約を取りたい場合は、電　
話でお申し込みください。
箱根・湯河原のインターネットの受　
付開始は左記の電話の受付開始　
のおおむね3日後になります。

東日本大震災の被災者の受入れや計
画停電等の影響により、嬬恋自然休養
村およびメレーズ軽井沢は6月末まで
休館します。また、7月1日以降も状況に
より利用できない場合があります。

3か月前の同日（休館の場合は
前日）の10時30分から受付
（例＝8/5泊の場合は5/5）

区内在住・在勤・在学の方は抽選（6月実施）の申込みができます。
詳しくは、広報千代田5月20日号をご覧ください。
抽選後の7月1日（金）から電話での申込みを受け付けます。

2か月前の同日（休館の場合
は前日）の10時30分から受
付
（例＝8/5泊の場合は6/5）

区内在住者

その他の方

箱 根

嬬 　 恋

8/23（火）～25（木）

なし

なし

8/27（土）

軽 井 沢

湯 河 原

予
約
申
込
み

利
用
で
き
な
い
日

箱根千代田荘
湯河原千代田荘
嬬恋自然休養村
メレーズ軽井沢

10460－86－1150
10465－63－1153
10279－96－1280
10267－45－2676

0120－05－4150
0120－008－267
0120－26－1280
0120－45－2676

60460－86－1151
60465－63－3014
60279－96－1282
60267－45－0920

・

・

8月11日
～19日泊

（お盆期間中）

　20 代の方で、国民年金保険料の納
付が困難な場合、本人と配偶者の所得
が一定基準以下であれば、申請によっ
て保険料の納付が猶予される「若年者
納付猶予制度」が利用できます。
猶�予の対象　申請当時 30 歳未満の方
（年度途中で 30 歳になる場合は、29
歳 11 か月まで猶予を受けられます）

手�続き　年金手帳・ハンコをお持ちの
上、住民票のある区市町村の国民年
金担当で申請を行ってください（課
税証明書の添付が必要になる場合も
あります）。
所�得制限　本人と配偶者の所得が基準
額（118 万円＋扶養親族等の数× 38
万円＋社会保険料控除等）以下の方
※�平成 23 年 6 月までは平成 21 年分、
平成 23 年 7月から平成 24 年 6月ま
では平成 22 年分の所得により審査
を行います。

猶�予を受けた期間は　猶予を受けた期
間は受給資格期間として算定されま
すが、年金額への反映はありません。
ケガや病気で障害を負った場合や死
亡した場合、障害基礎年金や遺族基
礎年金の保障がありますので、万一
の時も安心です。
保�険料の追納　猶予を受けた期間の保
険料は、10年以内であれば古い順に
後から納付（追納）ができます（承認
を受けた年度の翌年度から起算して
3年度目以降は、当時の保険料に一
定の金額が加算されます）。
※�郵送での申請も可能です。申請書
は、日本年金機構のホームページ
（http://www.nenkin.go.jp）からダ
ウンロードできます。
問合せ　保険年金課国民年金係
� ☎ 5211 － 4202

国民年金　退職による保険料の特例免除制度

健康チェック（予約制）

5/12（木）9時～10時

肝炎ウイルス検査

5/30（月）9時～16時
生活習慣病予防相談　
  区内在住で20歳以上の方
・血管年齢を測定します（栄養・運動・その他）。

実施場所・問合せ　千代田保健所（九段北１－２－１４）
1５２１１－８１６１　6５２１１－８１９２ 

5/12（木）9時～10時

健康相談　
　  区内在住で16歳以上の方
・血液・骨密度等の健診を有料で行います。なお、身
  体計測は無料。診断書は発行しません。
・3日前までに申し込んでください。
・結果は原則郵送します。医師の結果説明を希望す　
  る場合は、翌月の指定日になります（骨密度のみ当　
  日の結果説明可）。

 区内在住の16歳以上の方で過去に肝炎ウイルス検査
 を受けていない方
・3日前までに申し込んでください。
・結果は原則郵送します。医師の結果説明を希望する
  場合は、翌月の指定日になります。

5/6（金）・10（火）・13（金）・１7（火）・20（金）・
24（火）・27（金）・31（火）１3時～１6時

細菌検査（赤痢・腸チフス・パラチフス・サルモネラ・
O157の健康管理検便）
  区内在住・在勤・在学者（有料）
・予約不要（事前に採便管を取りに来てください）

オー オー

・腸管出血性大腸菌O26およびO111の検便も行います
  （料金別途）。

エイズ・性感染症（梅毒・クラミジア・淋菌）相談・検査 5/6（金）9時～9時30分

心の相談　心の問題で悩んでいる方 5/12（木）・20（金）１3時30分～１5時30分

5/6（金）・10（火）・13（金）・１7（火）・20（金）・
24（火）・27（金）・31（火）１3時～１5時

ふん便のノロウイルス検査
  区内在住・在勤・在学者 (有料）
・RT―PCR法 6，000円
・リアルタイムPCR法 9,100円
  事前に採便管を取りに来てください。　　　　　　　　　　　　　　　　

と　　き事業名・対象など

5月
日 月 火 水 木 金 土

4月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

１ ２ ３ ４ ５

８ ９ １０ １１ １２

１５ １６ １７ １８ １９

２２ ２３ ２４ ２５ ２６

６ ７

１３ １４

２０ ２１
２７ ２８

２９ ３０ ３１

5月
日 月 火 水 木 金 土

4月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

１ ２ ３ ４ ５

８ ９ １０ １１ １２

１５ １６ １７ １８ １９

２２ ２３ ２４ ２５ ２６

６ ７

１３ １４

２０ ２１
２７ ２８

２９ ３０ ３１

　区内にある次の公衆浴場で、5月 5
日のこどもの日に「しょうぶ湯」を行
います。小学生以下は無料です。友

区紹介ビデオ
「ようこそ千代田区へ」を放映

5 月 5 日こどもの日
しょうぶ湯で　すこやかに

達を誘ってお風呂屋さんへ行きましょ
う。
　また、毎月 26 日は「風呂の日」と
して小学生以下は無料で入浴できます
（神田アクアハウス江戸遊を除く）。
区内の公衆浴場　バン・ドゥーシュ（麴�
町1－5－4☎3263－4944）／ 梅 の 湯�
（神田神保町 2－8－2☎ 3261－5897）
／稲荷湯（内神田 1－7－3☎ 3294－
0670）／お玉湯（岩本町 2－2－14�
☎ 3866－2306）／神田アクアハウ
ス江戸遊（神田淡路町 2－9－9 ☎
3258－2611）

※営業時間は、それぞれ異なりますの
で、各公衆浴場にお問い合わせくだ
さい。
　生活衛生課生活衛生係　
� ☎ 5211 － 8164

区役所の代表電話　3264ー2111（�）No.�1302　23.4.20
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男女共同参画共催事業を募集
　女性と男性がともに責任を担いなが
ら、お互いの個性や能力を発揮できる
社会づくりを目指し、区と共催する事
業を募集します。応募要領など詳しく
は、お問い合わせください。
対象　平成 23 年 8月～平成 24 年 2月
に男女共同参画をテーマにした事業
を実施する区内在住･在勤・在学者
を含む団体（選考）
事業内容　男女平等意識の普及啓発に
関する講演会やシンポジウム等、だ
れでも参加できるもの
※政治・宗教活動、営利目的の事業は
不可。
支援内容　講師謝礼等（上限 10 万円）、
会場確保（区立施設を利用する場
合）、ポスター作成等広報に関する
こと
申込み　5月20日㈮（必着）までに郵送・
Ｅメール（記入例参照）または直接
国際平和・男女平等人権課（〒 102
－ 8688九段南 1－ 2－ 1区役所6階
☎ 5211 － 4166 kokusaidanjo@
city.chiyoda.lg.jp�）へ。

M
ミ ュ ウ

IW ビデオサロン＆カフェ

ⓒ 1990�Nouvelles�Editions�de�Films/Ellepi�Films

「五月のミル｣
　1968 年フランス、ヴューザック家
の当主夫人が亡くなり、親族一同で葬
儀の準備をしている中、五月革命の影
響で葬儀屋がストを決行した。葬式を
1日延期し、親族一同はピクニックに

興じるが、その夜、革命によってブル
ジョワは殺されると知らされる。上流
階級を皮肉った、コミカルで切ない家
族の物語。監督＝ルイ・マル／ 1990
年フランス・イタリア作品（107 分）
　5月20日㈮ 14時 30分～（終了後ビデ
オサロン・カフェあり）、男女共同参画
センターMIW（区役所10階）、定員25
名（申込順）、電話またはファクシミリ
（記入例参照）でMIW（☎5211－ 8845

5211 － 8846 miw@city.chiyoda.�
tokyo.jp）へ。
※�託児サービス（有料・2週間前まで
に要予約）あり。

スポーツセンターのダンスレッスン
■はじめてのベリーダンス
　6月 17 日～ 8月 5日の毎週金曜（全
8 回）15 時～ 16 時、申込期限＝ 5 月
20 日㈮（必着）
■たのしくフラダンス
　6月 19 日～ 8月 7日の毎週日曜（全
8回）15 時 30 分～ 16 時 30 分、申込期
限＝ 5月 20 日㈮（必着）

―いずれも―
　スポーツセンター、16 歳以上の方
30名（抽選）、指導＝清水美子さん（ス
タジオインストラクター）、参加費＝
区内在住者3,500 円／その他の方 4,000
円（すぽすたちよだの会員＝無料）、申
込期限（必着）までに往復ハガキ（記
入例参照・1人1枚）に性別を記入しス
ポーツセンター（〒101－0047 内神田 2
－1－8☎ 3256 － 8444）へ。

申込書の記入例
①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号

※いっとき保育（満１歳～小学校就学前が対
象）　を希望する方は記入
　⑥お子さんの氏名（ふりがな）
　⑦生年月日
※往復ハガキの場合は返信側にも住所・氏名　
を忘れずに。
※在勤・在学の方は勤務先（学校名）、所在地、　
電話番号を追記。

申込書の記入例
①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号

※託児サービス（満１歳～小学校就学前）を希
　望する方は記入
　⑥お子さんの氏名（ふりがな）⑦生年月日
※託児サービスは本文表示のある場合
※往復ハガキの場合は返信側にも住所・氏名　
を忘れずに。
※在勤・在学の方は勤務先（学校名）、所在地、　
電話番号を追記。
※費用の記載の無いものは原則無料。

■区主催
　応募時の個人情報は厳重に管理し、当該催し物などの開催のためだけに利用しま
す。
■区以外
　応募時の個人情報は、区と同様に取り扱うように区は主催者に要請していますが、詳

申込書の記入例
①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号

※託児サービス（満１歳～小学校　
就学前が対象）を希望する方は　記
入⑥お子さんの氏名（ふりがな）
　⑦生年月日
※託児サービスは本文に表示があ
　る場合
※往復ハガキの場合は返信側にも
　住所・氏名を忘れずに。
※Ｅメールの場合は件名にも催し
　などの名称を。
※在勤・在学の方は勤務先（学校
　名）、所在地、電話番号を追記
※費用の記載の無いものは原則無
　料
※記入の際、摩擦や熱で消えるイ
　ンクのペンは使用不可。

個人情報について

申込書の記入例
①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号

※託児サービス（満１歳～小学校就学前）を希
　望する方は記入
　⑥お子さんの氏名（ふりがな）⑦生年月日
※託児サービスは本文表示のある場合
※往復ハガキの場合は返信側にも住所・氏名　
を忘れずに。
※在勤・在学の方は勤務先（学校名）、所在地、　
電話番号を追記。

申込書の記入例
①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号

※託児サービス（満１歳～小学校　
　就学前が対象）を希望する方は　
　記入⑥お子さんの氏名（ふりがな）
　⑦生年月日
※託児サービスは本文に表示があ
　る場合
※往復ハガキの場合は返信側にも
　住所・氏名を忘れずに。
※Ｅメールの場合は件名にも催し
　などの名称を。
※在勤・在学の方は勤務先（学校名）、
　所在地、電話番号を追記
※費用の記載の無いものは原則無
　料
※記入の際、摩擦や熱で消えるイ
　ンクのペンは使用不可。

■ 区主催
応募時の個人情報は厳重に管理し、
その催し物のためだけに利用します。
■ 区以外
応募時の個人情報はその催し物の
ためだけに利用しますが、詳しく
は、主催者にお問い合わせください。

―個人情報について―

申込書の記入例
①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢
⑤電話番号

※託児サービス（満１歳～小学校　
就学前が対象）を希望する方は　記
入⑥お子さんの氏名（ふりがな）
　⑦生年月日
※託児サービスは本文に表示があ
　る場合
※往復ハガキの場合は返信側にも
　住所・氏名を忘れずに。
※Ｅメールの場合は件名にも催し
　などの名称を。
※在勤・在学の方は勤務先（学校
名）、　所在地、電話番号を追記
※費用の記載の無いものは原則無
　料
※記入の際、摩擦や熱で消えるイ
　ンクのペンは使用不可。

■ 区主催
応募時の個人情報は厳重に管理
し、その催し物のためだけに利用し
ます。
■ 区以外
応募時の個人情報はその催し物の
ためだけに利用しますが、詳しく

―個人情報について―

区 民 相 談

MIW相談室

保 健 福 祉
オ ン ブ ズ
パーソン相談

（予約制）

消 費 生 活
相 談

福 祉 専 門
法 律 相 談

成 年 後 見
制 度 相 談

介 護 者 の
た め の
カウンセリング

障害者就労
相 談 室
（ 予 約 制 ）

（予約制）

（予約制）

区民相談室
（区役所2階）

区内在住・在
勤者

区内在住・在
勤・在学者

区内在住・在
勤・在学者

どなたでも

区内在住者と
その家族、在
勤・在学者

区内在住の
障害のある
方またはそ
の家族（障害
者手帳の有
無は問いま
せん）

高齢者を介護
している区内
在住者
区内在住の高
齢者を介護し
ている方

区役所会議室

男女共同参画
セ ン タ ー
M IW相談室

西神田庁舎
3階（西神田1
－3－4）

男女共同参画
セ ン タ ー
M IW相談室
（区役所10階）

消 費 生 活
セ ン タ ー
（区役所2階）

区 民 相 談 室
（区役所2階）

（区役所10階）

障害者就労
支援センター
（生活福祉課
＜区役所3階＞）

法律相談（予約制）

税務相談

消費者相談に消費生活相談員が応じ
ます。

多重債務特別相談に弁護士が応じま
す（予約制）。

夫婦関係・子育て・セクシュアルハラス
メント・ドメスティックバイオレンスな
どの悩みに女性カウンセラーが応じま
す。＊は英語での相談も受け付けます。
託児サービス（有料・要予約）あり。

区や事業者が提供する保健福祉サー
ビス全般への不満・苦情を受け付けま
す。郵送での相談も受け付けます。
〒102－8688九段南1－2－1福祉総務課
保健福祉オンブズパーソンへ。

福祉や成年後見制度、消費者被害に関
する悩みごとのほか、相続や遺言の相
談に弁護士が応じます。

成年後見制度の利用相談のほか、後見
活動の悩みや不安にお答えします。

毎日（土・日・祝日を除く）8時30分～
17時

介護をすることから生じるストレスに関
すること（介護ストレス・家族不仲・家族
間暴力・高齢者虐待等）に専門カウンセ
ラーが応じます。

障害のある方の就職活動や職業訓練
のアドバイスを行います。また、在職中
の方で職業上の悩みなどの相談も受
け付けます。相談には専門のジョブコ
ーチが応じます。

行政書士相談

一般相談

土地家屋調査士相談

福祉総務課
15211－4210

消費生活センター
15211－4314

※話し中の場合
15211－8845

MIW相談室
15211－4316

区民相談室
15211－4176

15282－3100

社会福祉協議会
ちよだ成年後見センター

高齢介護課在宅支援係
15211－4220

千代田区障害者就労支
援センター
1  3264－2153
      3264－0927

5月の各種相談（無料）
名　称 場　所 内　　容 問合せと　き対　象

 6（金）・11（水）・13（金）・18（水）・20（金）・25（水）・27（金）

不動産相談

毎日（土・日・祝日を除く）
9時30分～16時

26（木）13時～15時15分

12（木）澄川洋子弁護士
26（木）石坂浩弁護士
14時～16時20分

毎月第3水曜10時～16時

11（水）池田惠利子委員（社会福祉士）
23（月）横堀昌子委員
14時～16時

毎日（土・日・祝日を除く）8時30分～17時

人権身の上相談・行政相談・
社会保険労務相談

司法書士相談

ミ ュ ウ

日程が変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

（予約制）

17（火）10時～17時

6（金）＊・7（土）・11（水）・12（木）・13（金）＊・14（土）＊・18（水）・
19（木）・20（金）＊・21（土）・25（水）・26（木）・27（金）＊・
28（土）＊
10時30分～15時30分

13時～15時15分

12（木）13時～15時

10（火）13時～15時

19（木）13時～15時

17（火）13時～15時

12（木）・19（木）・26（木）13時～15時

12（木）・26（木）13時～15時

ひとり親家庭
の 相 談

区内在住の
ひ と り 親
家 庭 の 方

生活福祉課
生活支援係
（区役所3階）

就職やそのための資格取得、生活費な
どの困りごとへの相談に応じます。

生活福祉課生活支援係
15211－4215

毎日（土・日・祝日を除く）9時～17時

７月のスポーツ施設の利用申込み スポーツセンターのみ８月分
施　設　名 申込期間 抽選 空施設受付 利用できない日

外 濠 公 園
☎ 3341－1731

野　球 往復ハガキで、
5/10（火）～ 20（金）

（消印有効） ※

5/25（水）
九段生涯
学習館

6/20（月）
8 時 30 分～

（申込順） ※ 2

7/3（日）・17（日）
※ 3

テニス ― ※ 3

花 小 金 井 運 動
施 設（ 野 球 ）

往復ハガキで、
5/1（日）～ 20（金）

（必着） ※

6/1（水）
九段生涯
学習館

6/2（木）
10時～（申込順）
九段生涯学習館

九段生涯学習館
へお問い合わせ
ください。

スポーツセンター
☎3256 － 8444

所定の用紙で、
5/1（日）～ 20（金）

（必着） ※４

6/1（水）
スポーツ
センター

6/2（木）
10時～

（申込順）

休館日
8/15（月）

※ 5

※1　往復ハガキ（記入例参照）で九段生涯学習館（〒102－0074九段南1－5－10☎ 3234－2841）へ。
※ 2　外濠公園の空き状況は外濠公園管理事務所（☎ 3341－1731）へお問い合わせください。
※ 3　�外濠公園は、利用できる日でも時間帯によっては利用できない場合があります。詳しくは、

外濠公園管理事務所へお問い合わせください。
※ 4　所定の用紙をスポーツセンター（〒101－0047 内神田 2－1－8）へ。
※ 5　スポーツセンターは団体利用・個人利用の区別があります。詳しくは、お問い合わせください。

　＊外濠公園の利用申込みについて、ハガキに名前貸しなどの不正行為が多数出ています。
　　実際に利用する方の名前で責任を持って申し込んでください。

　この春からビジネスパーソンに
なった方のために、「日経ビジネス
アソシエ」編集部の人選による「本
の目利き」たちが選んだお薦めの本
を紹介します。
　思考・発想、自己啓発、交渉・説
得などがテーマの「ビジネススキル」
をアップする本と、マーケティング、
経済、金融、会計、法律などがテー
マの「仕事の知識」を深める本の 2

つのコーナーにわけて展示します。
ビジネスの現場で活躍するプロが選
んだ本で、同僚に差をつけてみませ
んか。
と�き　4月 25�日㈪～ 6月 25 日㈯
会�場　千代田図書館展示ウォール
（区役所 9階）
問合せ　千代田図書館
� ☎ 5211 － 4289

仕事に効く！ 同僚に差がつく！
新ビジネスパーソンが読むべき本

千代田図書館・企画展示

☆東日本大震災の影響により、電力が不足する恐れがありますので、節電にご協力をお願いします。☆

千代田区コールセンター　3264ー3910
サンキューイーワ

No.�1302　23.4.20（�）



　区は「緑のカーテン」を育成する
モニター参加者を募集します。
　「緑のカーテン」は、ツルが伸び
る植物を育て、壁や窓をカーテンの
ように覆うことで室内を涼しくする
ものです。夏の日差しをやわらげ室
温の上昇を抑えることで、エアコン
の使用を控えることができ、省エネ
につながります。
　今年の夏は節電をしながら、育て
た植物（＝ゴーヤ）を見て楽しんで、
食してみてはいかがでしょうか。
募集組数　60 組（申込順）
応�募資格　次の①～④のすべてを満
たす方

①�区内在住者または区内事業者
②�自宅・事務所等で緑のカーテンの
設置、育成および管理が可能な方
③�取組み結果の報告等に協力できる
方
④�原則、5 月 11 日㈬開催の講習会
に出席できる方（出席できない場
合はご相談ください）
申�込み　5月 6日㈮までに電話また
はＥメール（8面参照）で環境・
温暖化対策課（☎ 5211 － 4253
kankyou-ondanka@city.

chiyoda.lg.jp）へ。
■講習会を開催
　緑のカーテンの設置、育成等につ
いて簡単な説明を行います。次のど
ちらかにご参加ください。
と�き　5 月 11 日㈬① 10 時 30 分～
② 15 時～（いずれも約 1時間）

会場　区役所 4階会議室
※�必要なネット、支柱、プランター、
培養土は自宅へお送りします。苗
木は当日お持ち帰りください。

夏の節電は「緑のカーテン」で！
モニター参加者を募集

■軽自動車税の納税通知書を送付
　4月 1 日現在、軽自動車、オートバ
イ（原動機付自転車を含む）の所有者
または使用者に、軽自動車税が課税さ
れます。
　5月 11日㈬に納税通知書を送ります
ので、5月 31日㈫までに金融機関、郵
便局、税務課（区役所 2階）、出張所、
指定のコンビニエンスストア、または
モバイルレジサービス（携帯電話を利用
した納付）を利用し、納めてください。
※�指定のコンビニエンスストアは、納
税通知書の裏面に記載しています。
■軽自動車税の減免
　障害者手帳等をお持ちで、一定の要
件に該当する方は、軽自動車税の減免
が受けられます。納期限の 7日前まで
に申請してください。減免を受けられ
るのは 1人につき 1台（自動車税、軽
自動車税のいずれか）となります。

―いずれも―
問合せ　税務課納税促進係

15211 － 4193
■東京23区内の都税事務所の所管区域
　都税は、税の種類によって都税事務
所の所管区域が異なります。千代田都
税事務所の所管は次のとおりです。
個人事業税・法人事業税・法人都民税
　千代田・文京の 2区
事�業所税　千代田・文京・北・荒川・
足立の 5区

　申告書などの受付は、住所、主たる
事務所等が所在する区の都税事務所で
も行います。課税などの問合せは所管
の都税事務所へ。
　納税（課税）証明書の発行は、すべて
の都税事務所で行います。申告・納付
から 1～ 2週間までの交付申請は、領
収書の原本（領収印のあるもの）と申
告書の控え（受付印のあるもの）の両方
をお持ちください。
問合せ　千代田都税事務所
� ☎ 3252 － 7141

税金のお知らせ

40 代・50 代のための
ミドルエイジ健康教室

　「最近体力の衰えを感じる」「ちょっ
と太り気味」「からだのたるみが気にな
る」などからだの変化を感じている方
に、正しい運動方法を身に付け、生活
習慣を見直すための講座を行います。
　5月 24 日㈫～ 11 月 8日㈫の毎週火
曜（8/16 ㈫を除く全 24 回）10 時～�
11時45分、富士見区民館和室（富士見
1－ 6－ 7）、おおむね 40歳～ 64歳で
要介護（要支援）認定を受けていない
区内在住者15名（申込順）、参加費＝
2,500 円、内容＝健康チェックの方法
／正しい運動の方法／栄養／お口のセ
ルフチェックとセルフケア／自己健康
管理、5月 20日㈮までに電話またはE
メール（8面参照）健康推課健康推進係
（九段北 1－ 2－ 14☎ 5211－ 8171
kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp）へ。
※�医師に運動を制限されている方はご
相談ください。

前回の参加者より
　「体調が良くなった」「お腹

なか

まわ
りがすっきりし、ズボンがサイズ
ダウンした」などの効果を実感す
る声が寄せられました。

アンチ・メタボプログラム（Ⅱ期）
　ゴムチューブを使い、お腹周りを引
き締めるメタボ予防プログラムです。
　6月 18日～ 8月 6日の毎週土曜（全8
回）15時～16時、16歳以上の方15名（抽
選）、指導＝ハルスポーツビレッジ公認
インストラクター、参加費＝区民8,000
円／その他の方 10,000 円、5 月 20 日
㈮（必着）までに往復ハガキ（8面参照・

睡眠時無呼吸症候群の予防と治療
　睡眠時無呼吸症候群は、突然死する
こともある危険な病気です。よい睡眠
をとり活力ある生活ができるよう、身
近に起こりうるこの病気の予防法や治
療法を学びましょう。
　5月 25 日㈬ 18 時～ 19 時 30 分、千
代田保健所 3 階多目的ホール（九段�
北 1－ 2－ 14）、定員 50 名（申込順）、
講師＝村田朗さん（御茶ノ水呼吸ケア
クリニック院長）、電話またはファク
シミリ（8 面参照）で神田医師会（☎
3291 － 0450 3291 － 0580）へ。

区民健康講座

　脳や認知症に関する執筆やテレビ出
演などで活躍する医師が、脳を活性
化する方法を講演します。2日目はト
レーナーから生活習慣病を予防・改善
する運動の話を聴き、実践します。
とき・内容等　下図表のとおり
会�場　いきいきプラザ一番町地下 1階

生活習慣病予防教室（２日制）
カスケードホール（一番町 12）

対�象　20歳以上の区内在住者50名（申
込順）
申�込み　電話で健
康推進課健康推
進係（☎ 5211－
8171）へ。

▼生活習慣病予防教室（2日制）

と　き 内　容 講　師

5 月 20 日㈮
13 時 30 分～ 15 時 30 分 脳を活性化する方法 米山公啓さん＝写真

（神経内科医師）

27 日㈮
13 時 30 分～ 15 時

生活習慣病を予防・改
善する運動の話と実践

染谷由希さん
（順天堂大学助手）

傷ついた心からの回復
―自分自身と関係性を見つめて
　親しい相手などの言葉やふるまい
に、つらい思いをしたことはありませ
んか。自分の心の傷つきを見つめ、回
復に向けて新たな人間関係を作るため
の講義とワークショップです。
とき・会場・内容等　下図表のとおり
※�今回はⅠ・Ⅱの募集です（参加はⅠ

～Ⅲのうち 1つを選んでください）。
講師　野本律子さん（カウンセラー）
申�込み　電話・ファクシミリまたは
Eメール（8面参照）に希望講座を記
入しMIW（☎5211－8845 5211－
8846 miw@city.chiyoda.tokyo.jp）
へ。
※�託児サービス（有料・2週間前まで
に要予約）あり。

と　き 内　容 会　場 定員（申込順）

Ⅰ 5 月 27 日・
6月3日・10日

心のもやもやを言葉にする
親しい相手との関係に悩んでいて、こ
れからどうしたらいいかを考える

区役所 4 階
401 会議室

女性 30 名

Ⅱ 7 月 1 日・
8 日・15 日

自分自身をみつめる
相手との関係にとらわれず「これまで」
と「これから」の自分を見つめる

女性 30 名

Ⅲ 10 月 14 日・
21 日・28 日

自分のために許すこと
怒りや後悔を手放し、新しい自分や人
間関係について考える

今号では
募集しません

※いずれも金曜（全 3 回）10 時 30 分～ 12 時 30 分

男女共同参画センター M
ミ ュ ウ

IW　グループワーク

1人 1枚）に性別を記入しスポーツセン
ター（〒 101 － 0047 内神田 2－ 1－ 8
☎ 3256－ 8444）へ。
※�定員に満たない場合は、1回 1,500円
で参加可（5月 25日㈬以降参加前日
までに電話予約）
※�講習会で使用するチューブは購入で
きます（4,935 円・DVD付）。

　千代田区は、東日本大震災で甚大
な被害を受けた岩手県大

おおつちちょう

槌町に向け
て、3 月 26 日 16 時 30 分に区役所
前を出発し、4トントラック 2台分
の救援物資を届けました。
　大槌町は、区と姉妹都市提携を結
んでいる秋田県五城目町と友好関係
にあります。このことから、区は五
城目町と連携して、震災で大きな被
害を受けた大槌町へ支援を行うこと
にしました。
　区から届けた救援物資は、現地
で最も必要とされていた衣類で、
ジャージ上下 1,097 組とトレーナー
上下 560 組、肌着 8,960 組と男女靴
下 3,400 足です。これらの物資は、
区内に事業所がある「ミズノ株式会
社」と支援に賛同する「グンゼ株式
会社」の協力を得て用意されました。

加えて、区からオムツ 1,656 枚も現
地に届けられました。
　現地に派遣された職員は「映像で
見る以上に現地の状況は悲惨で、ま
だまだ寒さ厳しい状況でした」「今
回届けた物資が、被災者の役に立ち、
元気を与えることができればうれし
いと思います」と話していました。

震災救援物資を岩手県大槌町へ
～区と事業者、姉妹都市が連携協力～

1 面
関連記事

区役所の代表電話　3264ー2111（9）No.�1302　23.4.20



歴史と文化の宝庫 千代田区　新たに文化財２件を指定
　区は、4月 1 日、新たに 2件の文化
財を指定し、千代田区指定文化財は現
在 64 件になりました。
■有形文化財（工芸品）
山王大権現神号額　1面
所�在地　日枝神社（永田町 2－10－5）
所有者　日枝神社
　この額は、日枝神社の江戸時代の社
号を示す扁額で、材質は木製、形は縦
長の長方形です。額の中央部には、縦
書きで「山王大權現」と大書があり、
左端には揮毫者に関わる「千原敬書」
の銘と、落款の印があります。

　背面にある銘文から、武蔵国埼玉郡
西方村（現在の埼玉県越谷市）の秋山
利左衛門が宝暦 6 年（1756 年）年初
冬（10 月）に奉納したものです。奉
納目的などは明らかではありません
が、西方村にも、山王社が鎮守社とし
て祀られ、歴代当主も信仰しているた
め、山王社に対する秋山家の信仰から
奉納されたとも考えられます。
　この「額」は、宝暦 6 年に作られ
たこと、また黒漆・朱・金箔などによ
る装飾がなされるなど製作が優秀であ
ることから、区内に現存する数少ない
江戸時代中期の木製の工芸品といえま
す。
※�山王大権現神号額は、宝物殿で保存・
公開しています。
■有形文化財（歴史資料）
庚申塔　1基
所在地　心法寺（麴町 6－4－2）
所有者　心法寺
　庚申塔は、庚申の夜に、体内の虫が
天に登り、その人の悪事を神に告げる
ため、終夜寝ずに過ごすという「庚申
待」の信仰に基づいて建立された石塔
です。現在、区内には 2基が確認され
ているだけです。
　心法寺の本堂右脇にあるこの塔は、
板駒型と呼ばれる形態で、5つの浮彫
り（日・月、青面金剛像、二鬼、三猿、
二鳥）が刻まれています。また、側面

　昨年 12 月に岐阜県高山市から寄
贈され、千鳥ケ淵緑道に植えられた
荘川桜二世が、3月中旬から下旬に
かけて開花しました。
　荘川桜（アズマヒガンザクラ）は、
高山市荘川町にある御母衣ダムの建
設に伴い、不可能といわれた湖畔へ
の移植により奇跡的に根付き生長し
ている樹齢約 500 年の桜です。　
　今回植えられた荘川桜二世は、種
から育てられた苗木で樹齢約 10 年、
高さは約 5mのものです。桜は、前
に桜を植えてあった場所に植えても
健康に育ちにくい特性があることか
ら、今回の植樹では無事開花するか
どうかが心配されていました。しか
し、周りのさくらのつぼみが膨らみ
始める中、一足早く見事に開花し、

に「宝暦二壬申年九月吉日」と紀年銘
があるため、宝暦 2年（1752）に奉納
されたものと考えられます。
　江戸時代前期以降に見られる庚申塔
の典型的な形態を備え、また彫刻の
保存状態も他区の物件と比較しても優
れていることから、江戸時代中期の石
造物として貴重な物件であるといえま
す。
問�合せ　四番町歴史民俗資料館
� ☎ 3238 － 1139

水泳講習会（前期）
　6月1日㈬・3日㈮・6日㈪・8日㈬・
10 日㈮ 18 時 30 分～ 20 時（全 5 回）、
スポーツセンター、在住・在勤者 40名
（申込順）、参加費＝ 2,000 円（保険料
を含む）、5月11日㈬（必着）までに往復
ハガキまたはファクシミリ（8面参照）
に泳力レベル（Ａ＝全く泳げない／Ｂ
＝クロールで 25ｍ未満／Ｃ＝クロール
で 25ｍ以上／Ｄ＝クロールで 25ｍ以
上泳げ他の種目の講習を希望）を記入
し千代田区水泳連盟・鈴木（〒101－
0047内神田2－1－8スポーツセンター
内千代田区体育協会気付☎ 080－ 5525
－ 0747 3609－ 0694）へ。
※�泳力レベルA～ Cの方はクロール
の講習、Dの方は背泳ぎ・平泳ぎ・
バタフライの中から 1種目の講習に

千代田区太極拳連盟大会
　5月 29 日㈰ 13 時～、スポーツセン
ター（内神田 2－ 1－ 8）、区内在住・
在勤者・千代田区太極拳連盟加盟団体
会員、参加費＝ 500 円、5 月 20 日㈮
（必着）までにファクシミリ（8面参照）
で千代田区太極拳連盟事務局・山崎
（〒 101 － 0054 神田錦町 2 － 5 － 10
日本健康太極拳協会内☎ 3259 － 8044

3259 － 8587）へ。

千代田区剣道大会
　個人戦を行います。
　7 月 10 日㈰10 時～、スポーツセン
ター、区内在住・在勤・在学者で 5段
以下の方、参加費＝小・中学生 500 円
／高校生以上 1,000 円、所定の申込書
（スポーツセンターで配布）に参加費
を添えて 6 月 8 日㈬・9 日㈭18 時 30
分～ 20 時に直接スポーツセンター 2
階会議室で受付（内神田2－1－8）へ。
　千代田区剣道連盟・相川
� ☎ 3253 － 2929

千代田区ゲートボール大会
　5月29日㈰ 9時～、外濠公園総合グ
ラウンド（五番町先）、区内在住・在勤
者、参加費＝500円（傷害保険料を含む）、
5月15日㈰（必着）までにハガキ（8面
参照）で千代田区ゲートボール協会・隠
岐（〒101－0047内神田2－1－8スポー
ツセンター内千代田区体育協会気付☎
3256－ 4186）へ。

ファミリーバレーボール大会
　千代田区ルールによる 9人制ソフト
バレーボールの大会です。
　6 月 5 日㈰ 9 時～、スポーツセン
ター（内神田 2 － 1－ 8）、中学生以
上の区内在住者で編成された男女混
成の 16 チーム（申込順）、参加費＝
1チーム 2,700 円（別途傷害保険料が
1 人 50 円かかります）、5 月 20 日㈮
（必着）までに所定の申込書（文化ス
ポーツ課またはスポーツセンターで
配布）を郵送またはファクシミリで文
化スポーツ課スポーツ振興係（〒 102
－ 8688 九段南 1－ 2 － 1区役所 2 階�
☎ 5211－ 3627 3264 － 7989）へ。

なります。

みんなでエンジョイ ドッヂビー
　柔らかい素材のフリスビーでドッジ
ボールを行います。ボールを使わない
ため、腕力や体格の差を気にせず、大
人も子どもも一緒に楽しめます。
　5 月 14 日㈯ 14 時～ 16 時、麴町小
学校体育館（麴町 2 － 8）、定員40名
（申込順）、前日までにファクシミリま
たはＥメール（8面参照）で文化スポー
ツ課スポーツ振興係（☎ 5211 － 3627
3264－7989 bunkasupotsu＠�

city.chiyoda.lg.jp）へ。
※�スポーツウェア・シューズ（室内用）
を持参してください。

▲山王大権現神号額

▲庚申塔

奇跡の桜　荘川桜二世が開花

千鳥ケ淵緑道を通る人びとの目を楽
しませていました。
　区と高山市の担当者は「荘川桜に
込められた生命力の強さと、自然を
愛する優しい心を、千鳥ケ淵を訪れ
る多くの方に感じてもらいたい。こ
の不屈の生命を受け継いで咲き続け
る荘川桜に、東日本大震災の被災地
への復興の願いを託したい」と話し
ていました。

※電力不足による節電等のため、イベントを中止・変更する場合があります。申込みの前に主催者にお問い合わせください。

お知らせ
　広報千代田 4 月 5 日号に掲載し
た情報のうち、東日本大震災の影
響により、中止・変更となるもの
がありますのでお知らせします。
・ 美術館・博物館等の催し　アー

ツ千代田 3331「第 2 回千代田芸
術祭 3331　アンデパンダン展」【7
面】は、会期を秋以降に延期し
ます。

・ 「点訳ボランティア養成講座」受
講生募集【8 面】は、中止します。

・ 千代田図書館ミニ展示【8 面】は、
期間を 4 月 22 日㈮までに変更し
ます ｡

千代田区コールセンター　3264ー3910
サンキューイーワ

No.�1302　23.4.20（10）



　　助成活動募集
千代田まちづくりサポート

　　助成活動募集

①
窓
口
相
談・

無
料
相
談
会

②
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
派
遣

※
共
用
部
リ
フ

ォ
ー
ム
融
資

東
京
都

利
子
補
給
制
度

⑤
債
務
保
証
料

助
成

③
建
替
え
等
検

討
調
査
費
助
成

④
計
画
修
繕

調
査
費
助
成

　
13
回
目
を
迎
え
る
「
千
代
田
ま

ち
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
（
ま
ち
サ

ポ
）」。
助
成
活
動
の
募
集
を
5
月

9
日
㈪
か
ら
開
始
し
ま
す
。

　
ま
ち
サ
ポ
は
、
千
代
田
区
の
ま

ち
を
元
気
に
し
た
い
、
そ
ん
な
思

い
を
実
現
す
る
た
め

の
ま
ち
づ
く
り
活
動

に
対
し
て
助
成
し
ま

す
。

　
こ
の
助
成
金
は
、
当

財
団
の
賛
助
会
員
の

方
々
の
会
費
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
申
請
に
つ
い
て
は
、

応
募
の
手
引
き
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

※
応
募
の
手
引
き

お
よ
び
申
請
書
類
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

（
http://chiyoda-�

days.jp/developm
ent/

activity
）
も
し
く
は

財
団
窓
口
で
入
手
で
き
ま
す
。

助�

成
対
象
　
千
代
田
区
を
中
心
と

し
た
市
民
レ
ベ
ル
の
ま
ち
づ
く

り
活
動

助
成
額
　

　
・�

ト
ラ
イ
ア
ル
部
門
＝
一
律

5
万
円

　
・
一
般
部
門
＝
5
万
円
～
50
万
円

応�

募
資
格
　
3
人
以
上
の
グ
ル
ー

プ
で
、
千
代
田
の
ま
ち
づ
く
り
に

関
す
る
活
動
で
あ
れ
ば
、
在
住
、

在
勤
、
在
学
、
国
籍
を
問
わ
ず
ど

な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。

応�

募
制
限
　
同
一
の
企
画
内
容
で

千
代
田
区
ま
た
は
区
に
関
係
す

る
団
体
な
ど
か
ら
助
成
を
受
け

て
い
る
活
動
や
政
治
・
宗
教
・

営
利
を
目
的
と
す
る
活
動
は
助

成
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

申�

請
受
付
　
5
月
9
日
㈪
～
24
日

㈫
予
定

※�

申
請
に
際
し
て
は
、
内
容
を
確

認
し
ま
す
。
電
話
予
約
の
う
え

申
請
書
を
窓
口
ま
で
お
持
ち
く

だ
さ
い
（
郵
送
・
Ｅ
メ
ー
ル
不

可
）。
事
前
の
相
談
は
随
時
受
付

け
て
い
ま
す
。

公�
開
審
査
会
　
申
請
内
容
を
公
開

の
場
で
発
表
し
て
い
た
だ
き
、

助
成
の
可
否
お
よ
び
助
成
額
に

つ
い
て
審
査
し
ま
す
。

日�

時
　
6
月
11
日
㈯
予
定

会�

場
　
ち
よ
だ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
ス
ク
ウ
ェ
ア
5
階
会
議
室

（
神
田
錦
町
3―

21
）

活�

動
報
告
会
　
助
成
対
象
と
な
っ

た
場
合
は
、
中
間
発
表
会
（
11

月
）、活
動
成
果
発
表
会
（
3
月
）

で
活
動
内
容
を
報
告
し
て
も
ら

い
ま
す
。

問�

合
せ
　
産
業
ま
ち
づ
く
り
グ

ル
ー
プ

☎
３
２
３
３―

７
５
５
８
（
直
通
）

　
3
月
11
日
の
大
地
震
か
ら
ひ
と
月

が
経
過
し
、
建
物
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
等

が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
で
は
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
現
状
を
確
認
し
、
先
々
に

行
う
大
規
模
修
繕
・
こ
れ
か
ら
大
規

模
修
繕
を
行
う
際
の
事
前
調
査
等
に

対
し
て
の
助
成
制
度
を
ご
用
意
し
て

お
り
ま
す
。
制
度
を
活
用
し
て
、
建

物
の
状
態
を
把
握
し
、
適
正
に
維
持

し
ま
し
ょ
う
。

①
窓
口
相
談
・
無
料
相
談
会

　
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
の
窓
口
・
電

話
で
随
時
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
助

成
制
度
や
諸
問
題
に
つ
い
て
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
毎
月
第

3
水
曜
日
の
15
時
～
17
時
ま
で
、
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
士
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ

ン
の
無
料
相
談
会
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
。

②
ま
ち
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

制
度
　
再
開
発
・
共
同
建
替
え
・
マ

ン
シ
ョ
ン
の
単
棟
で
の
建
替
え
等
に

お
け
る
活
動
の
初
期
段
階
で
の
勉
強

会
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模
修

繕
工
事
や
管
理
組
合
の
適
正
な

運
営
の
仕
方
、
理
事
会
の
適
正

な
進
め
方
な
ど
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
適
正
な
維
持
管
理
を
行
う
た

め
の
勉
強
会
に
対
し
て
、
ま
ち

づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣

い
た
し
ま
す
。

回�

数
　
年
間
6
回
ま
で
、
1
回

の
派
遣
は
2
時
間
ま
で
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

期�

間
　
同
一
事
業
に
関
し
て

は
、
連
続
す
る
3
年
間
を
限

度
と
し
ま
す
。

③
建
替
え
等
検
討
調
査
費
助
成

制
度
　
概
ね
築
30
年
を
経
過
し

た
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
建
替

え
か
大
規
模
修
繕
か
を
検
討
す

る
上
で
、
必
要
と
な
る
調
査
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
内

で
、
ス
ム
ー
ズ
な
合
意
形
成
を

進
め
る
た
め
の
検
討
費
用
と
し

て
、
当
該
制
度
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

対�

象
　
概
ね
築
30
年
を
経
過
し

た
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組

合
助�

成
額
　
調
査
等
に
か
か
る
費

用
の
1
／
2
で
か
つ
上
限

１
０
０
万
円

期�

間
　
最
初
に
申
請
し
た
年
度

の
4
月
1
日
よ
り
起
算
し
3

年
間
を
限
度
と
し
ま
す
。

限�

度
額
　
総
額
１
０
０
万
円
を

限
度
と
し
ま
す
。

④
計
画
修
繕
調
査
費
助
成
制
度

　
区
内
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
及

び
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
大
規

模
修
繕
工
事
を
行
う
た
め
の
事

前
調
査
と
し
て
、
建
物
の
劣
化

診
断
調
査
を
行
う
際
の
調
査
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。
大

規
模
修
繕
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
生

活
を
お
く
る
上
で
、
避
け
て
は

通
れ
ま
せ
ん
。
マ
ン
シ
ョ
ン
で

来
る
べ
き
大
規
模
修
繕
に
備

え
、事
前
の
建
物
診
断
調
査（
劣

化
診
断
調
査
）
を
行
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

対�

象
　
築
8
年
を
経
過
し
た
、

区
内
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

組
合
及
び
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン

所
有
者

助�

成
額
　
調
査
に
か
か
る
費
用

の
1
／
2
で
か
つ
上
限
50
万

円
対�

象
経
費
　
①
大
規
模
修
繕
工

事
を
行
う
た
め
の
事
前
調
査

で
あ
る
建
物
の
構
造
及
び
設

備
の
劣
化
診
断
調
査
に
か
か

る
費
用
　
②
長
期
修
繕
計
画

作
成
に
係
る
費
用

※�

助
成
は
年
度
内
1
回
限
り
と

し
、
同
一
項
目
に
つ
い
て
は

10
年
を
経
過
す
る
ま
で
申
請

で
き
ま
せ
ん
。

⑤
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
共
用
部
修

繕
工
事
債
務
保
証
料
助
成
制
度

　
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
「
マ

ン
シ
ョ
ン
共
用
部
分
リ
フ
ォ
ー

ム
ロ
ー
ン
」
に
よ
る
融
資
を
受

け
、
㈶
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ン

タ
ー
の
債
務
保
証
を
受
け
た
管

理
組
合
に
対
し
、
そ
の
債
務
保

証
料
の
一
部
を
助
成
し
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
維
持
・
管
理
を
支
援

し
ま
す
。

対�

象
　
区
内
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

の
管
理
組
合

経�

費
　
債
務
保
証
料
の
一
部

助�

成
額
　
㈶
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

セ
ン
タ
ー
に
支
払
っ
た
債
務

保
証
料
額
以
内
で
、
か
つ
助

成
限
度
額
は
50
万
円
で
す
。

た
だ
し
補
助
率
は
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
住
民
登
録
率
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。

問�

合
せ
　
住
宅
ま
ち
づ
く
り
グ

ル
ー
プ

�

☎
３
２
３
３―

３
２
２
３
（
直

通
）

5
月
9
日
㈪
よ
り
受
付
開
始

　
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
で
は
、

平
成
20
年
度
よ
り
、
東
京
都
の

認
定
を
受
け
、
区
内
中
小
企
業

の
「
東
京
都
地
域
中
小
企
業
応

援
フ
ァ
ン
ド
」
の
利
用
申
請
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　「
中
小
企
業
応
援
フ
ァ
ン
ド
」

は
、
東
京
都
及
び
国
が
資
金
を

拠
出
し
運
用
益
を
活
用
し
、
助

成
す
る
事
業
で
す
。
地
域
の
魅

力
向
上
や
課
題
解
決
に
取
組
む

意
欲
と
ア
イ
デ
ア
に
溢
れ
た
中

小
企
業
者
等
の
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
に
対
し
て
助
成
金
を
交
付
し
、

地
域
密
着
型
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
数
多
く
生
み
出
す
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
て
お
り
、
都
市
問
題

の
解
決
や
地
域
資
源
の
活
用
に

資
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
支
援
す
る

も
の
で
、
新
た
な
事
業
の
掘
り

起
こ
し
か
ら
、
販
路
開
拓
ま
で

支
援
を
お
こ
な
い
ま
す
。

申�

請
要
件
　
東
京
都
内
で
の
創

業
を
具
体
的
に
計
画
し
て
い

る
、
個
人
事
業
者
、
中
小
企

業
、
組
合
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
。
助

成
期
間
2
年
、
助
成
限
度
額

８
０
０
万
円
、
対
象
経
費
の

１
／
２
助
成
と
な
り
ま
す
。

　
平
成
22
年
度
は
、
当
財
団
の

「東京都地域中小企業応援ファンド」
のお知らせ！

マ
ン
シ
ョ
ン
の
劣
化
診
断
調
査
・

�

大
規
模
修
繕
工
事
の
ご
案
内

＜大規模修繕助成の流れ＞

「ちよだ青空市」開催について
　次回の「ちよだ青空市」は 5月 11 日㈬を予定
していますが、詳細につきましては、NPO法人
農商工連携サポートセンターまでお問い合わせく
ださい。
問合せ　NPO法人農商工連携サポートセンター
　　　　☎ 5259―8097

支
援
に
よ
り
、
昭
和
測
器
株
式

会
社
、
一
般
社
団
法
人
リ
ー
ガ
ル

パ
ー
ク
の
２
社
が
助
成
採
択
を

受
け
ま
し
た
。
平
成
23
年
度
の

予
定
は
次
の
通
り
と
な
り
ま
す
。

申�
請
　
第
１
回
：
平
成
23
年
５

月
中
旬
頃

※�

詳
細
は
ま
ち
み
ら
い
千
代
田

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問�

合
せ
　
産
業
ま
ち
づ
く
り
グ

ル
ー
プ

☎
３
２
３
３―

７
５
５
８（
直
通
）

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
々
に
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。

財
団
法
人
ま
ち
み
ら
い
千
代
田

―
�

支
援
の
手
を
広
げ
よ
う�―

編集　（財）まちみらい千代田
〒101-0054  千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア4階 
TEL3233-7555（代）   FAX3233-7557
http://www.chiyoda-days.jp
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マ
ン
シ
ョ
ン
無
料
相
談
会
の
ご
案
内

平
成
23
年
度
の
事
業
計
画
を
策
定

　
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
に
と
っ
て

７
回
目
の
事
業
年
度
と
な
る
平
成

23
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
住
宅

ま
ち
づ
く
り
」「
区
民
住
宅
の
供

給
」「
産
業
ま
ち
づ
く
り
」「
普
及

啓
発
」
の
４
つ
の
柱
を
基
本
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
柱
の
内
容
を
見
直
す

こ
と
で
、
事
業
の
一
貫
性
を
確
保

し
つ
つ
、「
暮
ら
し
」「
働
き
」「
集

う
」
皆
様
と
と
も
に
、
よ
り
積
極

的
な
事
業
展
開
を
し
て
い
き
ま

す
。

●
住
宅
ま
ち
づ
く
り

　
区
内
居
住
者
の
約
８
割
の
方
が

住
ん
で
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
住

環
境
の
整
備
促
進
を
中
心
に
、
魅

力
あ
る
地
域
居
住
環
境
の
整
備
支

援
を
行
い
ま
す
。

・�

マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
環
境
の
整
備

促
進
（
相
談
窓
口
の
設
置
、
理

事
長
連
絡
会
の
開
催
・
運
営
、

各
種
助
成
支
援
の
実
施
等
）

・�

地
域
環
境
の
整
備
促
進
（
ま
ち

づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
、

再
開
発
等
推
進
組
織
に
対
す
る

支
援
）

●
区
民
住
宅
の
供
給

　
引
き
続
き
借
上
型
区
民
住
宅
を

管
理
運
営
し
、
区
民
等
の
皆
様
に

区
民
住
宅
を
提
供
し
ま
す
。

・�

借
上
型
区
民
住
宅
の
管
理
運
営

（
10
住
宅
、
１
５
２
戸
）

●
産
業
ま
ち
づ
く
り

　
地
域
産
業
の
振
興
に
向
け
て
、

中
小
企
業
の
中
堅
優
良
企
業
へ
の

成
長
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
起

業
家
の
育
成
・
支
援
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
ち
よ
だ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

ス
ク
ウ
ェ
ア
を
拠
点
と
し
て
地
域

産
業
の
活
性
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

・�

中
小
企
業
成
長
支
援
（
経
営
相

談
、
専
門
家
派
遣
、
地
域
応
援

ナ
ビ
ゲ
ー
タ
、
千
代
田
ビ
ジ
ネ

ス
大
賞
、
ビ
ジ
ネ
ス
情
報
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム「chibiz

」等
）

・�

地
域
産
業
の
活
性
化
（
会
議
室

の
提
供
、
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ

ン
施
設
活
動
支
援
、
市
町
村
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
東
京
の
運

営
、
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
・
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
支
援
等
）

●
普
及
啓
発

　
地
域
社
会
で
「
暮
ら
し
」「
働

き
」「
集
う
」
方
々
の
理
解
と
協

力
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、
人
々
の
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
活
動
を
支
援
し
、
千
代
田

区
な
ら
で
は
の
情
報
発
信
等
を
行

い
、
よ
り
魅
力
的
な
地
域
づ
く
り

を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

・�
地
域
活
性
化
の
支
援
（
千
代
田

ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
の
実

施
、
区
の
花
さ
く
ら
再
生
等
）

・�

情
報
の
発
信
と
交
流（
地
域
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
「
千
代
田day's

」

の
運
用
等
）

問
合
せ
　
企
画
総
務
グ
ル
ー
プ

�

☎
３
２
３
３―

７
５
５
６
（
直
通
）

　
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
で
は
『
マ

ン
シ
ョ
ン
の
維
持
管
理
に
関
す
る

相
談
』
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る

た
め
、『
首
都
圏
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
会�

都
心
区
支
部
』
の
協
力

を
得
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
無
料
相
談

会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
23
年
４
月
か
ら
は
、
会
場

に
常
駐
し
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
を
４
名
に
増
員
し
て
、
相
談

者
に
対
し
、
２
名
の
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
士
と
財
団
職
員
で
相
談
を
お

受
け
い
た
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
事
前
に
相
談
内
容
等
に
つ
い

て
、
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
へ
ご
連

絡
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
よ
り
詳
細

な
ア
ド
バ
イ
ス
が
行
え
ま
す
。

※�

相
談
は
１
回
30
分
程
度
、
予
約

の
方
を
優
先
し
ま
す
。

と�

き
　
毎
月
第
３
水
曜
15
時�

～�

17
時（
当
日
受
付
は
16
時
ま
で
）

会�

場
　
ち
よ
だ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
ス
ク
ウ
ェ
ア
５
階
会
議
室

（
神
田
錦
町
３―

21
）

※�

当
日
、
ま
ち
み
ら
い
千
代
田
の

４
階
事
務
所
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
日
常

生
活
や
建
物
の
維
持
管
理
等
の
ご

相
談
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
各

種
助
成
制
度
の
申
請
に
つ
い
て
の

相
談
等
は
、
随
時
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
。

問�

合
せ
　
住
宅
ま
ち
づ
く
り
グ

ル
ー
プ

�

☎
３
２
３
３―

３
２
２
３
（
直
通
）

マ
ン
シ
ョ
ン
無
料
相
談
会
の
ご
案
内

　今回は、第 3回千代田ビジネス大
賞で大賞を受賞された鈴新株式会社
です。鉄鋼 2次製品の卸売という経
営環境としては大変に厳しい条件下
にありながら、75年の長きにわたっ
て着実に事業展開されています。そ
の秘密はいったいどこにあるので
しょうか？

１．創業は先代鈴木新助社長
　先代鈴木新助氏（現社長の父）は、

大正 13 年、当時東
京一の鉄鋼製品の販
売会社であった野崎
栄蔵商店に入社。昭
和 10 年には 3 件の
得意先を分けても
らって鈴木新助商店
（当時）として独立
しました。得意先の
2社がレコード針の

製作会社で、鈴新株式会社は、レコー
ド針の材料というニッチな付加価値
を持った材料・製品を提供すること
からスタートした会社なのです。

２．得意先と仕入先の間で
　鈴新株式会社の営業活動の特徴
は、得意先と仕入先の間での動きに
あります。得意先が「困ったなあ、
どうしようかなあ」と思った時に、
鈴新株式会社のスタッフが近くにい

て必ずその相談に乗ってくれる。最
適な仕入先を選択し、得意先との共
同開発により得意先の問題を解決し
ていくのです。得意先にとって鋼材
が絡む開発では鈴新株式会社がなく
てはならない存在なのです。

３．厳しい時代を乗り越えて
　しかし創業以来いつも順風満帆で
はなく、一時は会社として存亡の危
機に立たされました。このとき鈴木
社長は、中小企業が不得意な経営管
理の仕組みづくりを行うことで、約
10 年にわたる厳しい経営状態を乗
り越え健全な経営に戻しました。

４．二人三脚の経営
　お二人に共通するのは大変に勉強
熱心であるということ。特に悦子夫
人は 2年半かけて社会人向けの大学
院でMBAを取得し、理論的にもしっ

かりと経営を学んでいらっしゃるの
です。もちろん自分たちだけではな
く、社員の方々が学ぶことも積極的
に支援しています。
　“お金は体に着けてしまえ”つま
り、お金は貯金で持っていても有効
ではない、勉強に投資して身につけ
て働けばお金以上の価値になるとい
うのが、先代新助氏の信条だったよ
うで、こんなところにも先代からの
影響が感じられます。

※�詳しいインタビュー内容は、「千代�
田day’s」（ http ://chiyoda-
d ay s . j p / f u t u r e / s t a f f b l o g /
legwork/2011/03/vol77.htm）に
掲載しています。
問�合せ　産業まちづくりグループ
　　　　☎ 3233―7558（直通）
受賞企業の特典として、下段に広告
を掲載しております。

［企業探訪］第 3 回千代田ビジネス大賞・大賞受賞企業「鈴新株式会社」
“着実なしなやか経営で 75 年の老舗鋼材卸売会社”

代表取締役　鈴木猛 社長　取締役　鈴木悦子 総務部長

まちみらいニュース  ◇平成23年4月20日◇


